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４

お
わ
り
に

②
「
結
社
の
自
由
」
判
決
と
結
社
の
自
律
性

（
３
）
結
社
の
自
律
性
と
個
人
の
保
護
と
の
調
整

①
結
社
の
自
律
性
の
尊
重

②
個
人
の
保
護
の
徹
底

③
裁
判
所
の
調
整
作
用
と
判
断
要
素

一
一
一
分
析
視
角
と
し
て
の
〈
ご
◎
三
．
己

１
「
権
力
」
分
立
の
視
点
－
１
Ａ
・
メ
ス
ト
ル
の
「
並
行
的
評
価
」
論
－
１

（
１
）
Ａ
・
メ
ス
ト
ル
の
評
釈

（
２
）
Ｍ
・
ワ
リ
ー
ヌ
の
テ
ー
ズ

①
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
・
破
駿
院
に
お
け
る
越
権
概
念
の
比
較

②
越
権
概
念
の
本
質

③
手
続
上
の
諸
原
則
（
以
上
本
号
）

２
霊
「
権
」
の
視
点
ｌ
権
利
・
雰
権
二
分
論
１
１

３
国
家
「
権
力
」
に
よ
る
自
由
の
視
点
ｌ
多
元
主
義
論
－
－

こ
こ
ま
で
、
結
社
内
部
の
構
成
員
を
保
護
す
る
司
法
裁
判
所
の
統
制
方
法
を
見
て
き
た
。
挙
げ
て
き
た
判
例
は
、
か
な
り
古
い
も
の

九
七
一
年
以
降
の
判
例
傾
向
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か
ら
比
較
的
新
し
い
も
の
ま
で
あ
る
が
､

｢結社の自由
｣

と
の関
連

で
見
れ

ば､そ
の
恵
法
的
価
値
を
承
認
し
た

一
九
七
一
年
七
月

一

(2)

六
日
の
麓
法
院
判
敵
が
出
さ
れ
た
後
も
､

それまでの司
法裁判
所

の
判
例

理論が
継
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
改
め
て

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
｢結
社
の
自
由
｣
が
愈
法
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
'
そ

の
自
律
性
な
い
し
同

一
性
に
対
す
る
司
法
裁
判
所
の
意
識
が
変
化
し
'
結
社
内
部
の
紛
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
自
制
的
な
態
度
を
促
す

こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
以
降
の
三
つ
の
司
法
判
例
を
検
討
し
'
学
説
に
お
け
る
そ
の
評
価
を

見
た
上
で
'
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
と
の
関
連
'
及
び
結
社
の
懲
戒
権
に
関
す
る
司
法
判
例
全
体
に
つ
い
て
の

一
応
の
整
理
を
試
み
た
い
｡

(1
)
三

つの司
法
判
例

以
下
で
取
り
あ
げ
る
の
は
､
D
en
is判
決
'
L
e
B
ami
Jle
c
判
決
t
B
achaud判
決
の
三
判
決
で
あ
る
｡

Il;)

①

Demi
S判
決

パ
ル
ボ
ン
ヌ

･
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
会
員
で
あ
っ
た
デ
ユ
ニ
が
､
規
約
違
反
を
理
由
と
す
る
除
名
処
分
の
取
消
を

求
め
て
訴
え
た
ケ

ー
ス
で
あ
る
｡
同
ク
ラ
ブ
の
規
約

一
四
条
で
は
'
会
費
未
納
､
礼
儀
に
反
す
る
重
大
な
非
違
行
為
'
他
の
構
成
員
と

の
問
の
根
拠
の
な
い
ト
ラ
ブ
ル
､
ゴ
ル
フ
の
ル

ー
ル
及
び
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
'
除
名
処
分
を
宣
告
す
る
と
規

定
さ
れ
て
い
た
｡
本
件
に
つ
き
'
控
訴
院
は
'
当
該
処
分
が
規
約
上
権
限
の
あ
る
機
関
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
上
で
､
司
法
裁
判
所
は
､
以
下
の
点
に
つ
い
て
し
か
'
審
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
｡
即
ち
､
当
該
処
分
が
規

約
上
規
定
さ
れ
て
い
る
事
由
以
外
の
理
由
で
宣
告
さ
れ
た
か
ど
う
か
､
あ
る
い
は
'
防
禦
権
の
侵
事
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
｡
そ
れ

を
越
え
て
､
司
法
裁
判
所
は
処
分
事
由
の
内
在
的
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
L
t
制
裁
の
合
目
的
性
の
審
査
も
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
､
と
述
べ
て
い
る
｡

し
か
し
'
破
穀
院
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
'

エ
ク
ス

･
ア
ン

･
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
控
訴
院
の
判
決
を
破
致
し
'

エ
ム
控
訴
院

へ
事
件
を

移
送
し
た
｡
｢控

訴
院は
､
デ
ユ

ニ
が
非
難
を
受
け
た

事
実

が

規
約の
規
定
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な

か
っ
た
｡
さ
ら

に
'
当事

者
に
よ
り
自
由
に
受
け
入

れ
ら

れ
t

かつ
法
律

の
代
わ
り
を
し
て
い
た
定
款
に
し
た
が
っ
て
'
原
告

の
除
名
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が
'
彼
に
対
し
て
為
さ
れ
た
懲
戒
処
分
を
正
当
化
す
る
理
由
か
ら
生
じ
た
の
か
ど
う
か
を
審
査
す
べ
き
で
あ
っ
た
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
'

原
審
判
決
は
､
援
用
さ
れ
た
非
違
行
為
の
統
制
を
行
う
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
た
め
'
そ
の
決
定
を
法
的
に
正
当
化
し
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
｣｡t.(‖)

②

Le
B
ar
ai
ltec判
決

ロ
リ
ア
ン
飛
行
ク
ラ
ブ
の
構
成
員
で
あ
り
指
導
員
の
地
位
に
あ
っ
た
ル

･
バ
ラ
イ
ユ
が
'
自
ら
に
対
す

る

一
年
間
の
除
名
決
定
の
取
消
を
求
め
て
訴
え
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
｡
当
該
処
分
は
､
彼
が
本
件
ク
ラ
ブ
の
日
常
括
助
を
害
す
る
行
動
を

行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
規
約
上
除
名
を
正
当
化
し
う
る
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
自
ら
の
行
為

が
規
約
上
の
処
分
事
由
に
該
当
し
な
い
と
の
ル
･バ
ラ
イ
ユ
の
主
張
に
対
し
て
'
控
訴
院
は
'
規
約
八
条
が

｢終
審
の

(endemi
er
res･

so
rt)
｣
判
断
権
を
ク
ラ
ブ
の
理
事
会
に
付
与
し
て
い
る
た
め
'
理
事
会
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
処
分
事
由
は
控
訴
院
で
は
議
論
す
る
余
地

は
な
い
と
判
断
し
､
除
名
処
分
の
取
消
を
命
じ
た
原
判
決
を
取
り
消
し
た
｡

し
か
し
'
破
穀
院
は
t
D
enis判
決
の
定
式
を
再
び
取
り
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
｡
｢控
訴
院
は
､
当
該
規
定
に
も
関
わ
ら
ず
､

当
事
者
に
よ
り
自
由
に
受
け
入
れ
ら
れ
t
か
つ
法
律
の
代
わ
り
を
し
て
い
た
定
款
に
し
た
が
っ
て
'
原
告
の

一
時
的
除
名
が
'
彼
に
対

し
て
為
さ
れ
た
懲
戒
処
分
を
正
当
化
す
る
理
由
か
ら
生
じ
た
の
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
､
援
用
さ

れ
た
非
違
行
為
の
統
制
を
行
う
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
に
､
そ
の
決
定
を
法
的
に
正
当
化
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｣｡

r1(;)

③

Bachaud判
決

フ
ラ
ン
ス
･
ブ
リ
ッ
ジ
連
盟
に
加
盟
す
る
ブ
リ
ッ
ジ
･
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
バ
シ
ョ
ウ
が
'
フ
ラ

ン
ス
･
ブ
リ
ッ
ジ
連
盟
オ
ー
ヴ
エ
ル
ニ
ユ
中
央
委
員
会

(Com
ite
C

entre
auverg
n
e
d
e
taFedi
ration
中ancaise
de
br-dg
e)
の
決
定
に

抗
議
し
'
そ
の
取
消
を
当
該
連
盟
に
求
め
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
｡
そ
の
決
定
と
は
'
当
該
委
員
会
と
は
無
関
係
の
選

手
に
'
そ
れ
が
主
催
す
る
あ
ら
ゆ
る
公
式
競
技

へ
の
参
加
を
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
当
該
連
盟
側
は
'
バ
シ
ョ
ウ
の
要
求

を
受
け
入
れ
ず
､
逆
に
連
盟
側
は
､
バ
シ
ョ
ウ
に
よ
る
様
々
な
中
傷
活
動
が
結
社
に
有
害
で
あ
る
と
判
断
し
'

一
九
七
六
年
一
〇
月
八
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日
に
二
ケ
月
間
の
出
場
停
止
処
分
を
宣
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
処
分
に
は
九
ケ
月
間
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
'
バ

シ
ョ
ウ
が
さ
ら
に
抗
故
を
続
け
た
た
め
'
一
九
七
七
年
二
月

1
1
日
'
五
年
間
の
出
場
停
止
処
分
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
バ

シ
ョ
ウ
は
'
連
盟
及
び
そ
の
幹
部
に
対
し
'
出
場
停
止
決
定
の
取
消
と
ブ
リ
ッ
ジ
を
す
る
活
動
が
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
損
害
騰
俄

を
求
め
て
訴
え
た
｡

こ
れ
に
対
し
､
破
穀
院
は
次
の
よ
う
に
判
決
を
下
し
た
｡
｢控
訴
院
は
'
当
事
者
に
よ
り
自
由
に
受
け
入
れ
ら
れ
t
か
つ
法
律
の
代
わ

り
を
し
て
い
た
定
款
に
し
た
が
っ
て
'
原
告
の
五
年
間
の
出
場
停
止
が
､
彼
に
対
し
て
為
さ
れ
た
懲
戒
処
分
を
正
当
化
す
る
理
由
か
ら

生
じ
た
の
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
義
務
が
あ
る
が
'
控
訴
院
は
､
そ
の
決
定
に
法
的
基
礎
を
与
え
な
か
っ
た
｣
と
し
て
原
判
決
を
破
棄

し
て
い
る
｡

④

学
説
に
よ
る
三
判
決
の
評
価

以
上
の
三
判
決
に
共
通
し
て
い
る
の
は
､
司
法
裁
判
所
は
'
当
該
処
分
が
そ
れ
を
正
当
化
す

る
事
由
か
ら
宣
告
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
審
査
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
裁
判
所
は
､
事
実
の
過
供
の
統
制
に
ま
で
掩
み

込
ん
だ
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
'
い
ず
れ
も
原
審
判
決
を
破
穀
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
傾
向
を
好
意
的
に

受
け
止
め
て
い
る
見
解
と
し
て
'
G
･
コ
ル
ニ
ユ
と
G
･
ス
ゥ
シ
と
を
取
り
あ
げ
よ
う
｡

こ
れ
ら
三
判
決
の
立
場
と
そ
れ
以
前
の
判
決
の
立
場
と
の
違
い
は
'
形
式
的
な

｢適
法
性
の
統
制

(contrate
de一ig
atiti)｣
と

｢合

l7′‖]

日
的
性
の
統
制

(contra]ed+opportmi
ti)
｣
と
の
区
別
と
し
て

(G
･
コ
ル
ltd
)'
ま
た
'
｢宣
告
さ
れ
た
制
裁

(San
ctionp
r
ononcie)

■一‖-

の
統
制
｣
と

｢援
用
さ
れ
た
非
違
行
為

(fhute
alleguee)
の
統
制
｣
と
の
区
別
と
し
て

(G
･
ス
ゥ
シ
)
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
G
･
コ

ル
ニ
ユ
は
'
①
適
蔭
の
形
式
で
'
②
規
約
上
の
権
限
の
あ
る
組
曲
に
よ
っ
て
､
③
構
成
員
に
対
し
て
防
禦
の
機
会
を
与
え
た
後
に
'
当

該
処
分
が
宜
告
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
問
う

｢適
法
性
の
統
制
｣
に
つ
い
て
は
'
従
来
問
題
な
く
認
め
ら
れ
て
き
た
と
L
t
加
え
て
'

処
分
理
由
た
る
事
実
が
'
①
実
際
に
存
在
し
て
い
た
の
か
ど
う
か

(現
実
性
)､
②
規
約
上
の
処
分
理
由
の
定
義
に
合
致
し
て
い
る
か
ど

5
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う
か
（
性
質
決
定
）
、
③
制
裁
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
十
分
に
重
大
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
（
重
大
性
）
を
問
う
「
合
目
的
性
の
統
制
」

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
認
め
る
判
決
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
は
「
裁
判
官
の
義
務
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

他
方
、
Ｇ
・
ス
ウ
シ
は
よ
り
直
接
に
、
こ
の
判
決
を
従
来
の
も
の
よ
り
も
司
法
統
制
を
強
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
制
度
と
対
立
し
た

個
人
に
と
っ
て
は
保
護
的
性
格
の
強
い
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
保
護
は
、
結
社
の
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
観
察
す
る
な
ら
ば
広
く
正
当
化
さ

←
ｌ
］

れ
、
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
裁
判
所
は
、
「
宣
告
さ
れ
た
制
裁
の
統
制
」
を
行
っ
て
き
た
が
、
「
援
用
さ

れ
た
非
違
行
為
の
統
制
」
を
避
け
て
き
た
と
さ
れ
る
。
後
者
の
統
制
は
、
処
分
の
対
象
と
さ
れ
た
非
違
行
為
の
重
大
性
や
そ
れ
と
制
裁

と
の
比
例
性
（
ロ
『
８
．
三
．
目
皀
意
）
等
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
’
九
七
一
一
年
以
降
、
破
駿
院
は
、
「
援
用

さ
れ
た
非
運
行
為
」
の
統
制
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
七
一
年
の
憲
法
院
判
決
以
降
も
従
来
の

司
法
裁
判
所
の
態
度
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
よ
り
統
制
を
強
化
す
る
方
向
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
判
例
の
傾
向
が
、
個
人

の
保
護
に
資
す
る
も
の
と
し
て
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
２
）
「
結
社
の
自
由
」
判
決
と
司
法
裁
判
所
そ
こ
で
、
憲
法
院
判
決
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
司
法
裁
判
所
の
態
度
が
よ
り
自
制

的
な
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
「
な
ぜ
」
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
自
覚
的
な
議
論
が
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
り
、
本
稿
で
検
討
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
そ
こ
で
以
下
で

は
、
可
能
な
説
明
と
し
て
、
憲
法
院
判
決
の
既
判
力
（
第
五
共
和
制
憲
法
六
二
条
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
司
法
裁
判
所
の
方
で
憲
法
院
の

判
決
を
受
容
し
て
い
な
い
と
す
る
説
明
、
及
び
、
「
結
社
の
自
由
」
判
決
で
憲
法
的
価
値
を
付
与
さ
れ
た
原
理
と
結
社
の
懲
戒
権
の
問
題

と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
明
に
の
み
触
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

①
司
法
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
院
判
決
の
拒
絶
？
第
一
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
。
即
ち
、

憲
法
院
判
決
に
対
す
る
破
毅
院
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
憲
法
院
判
決
を
受
容
し
た
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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反
対
に
こ
の
受
容
に
懐
疑
的
な
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
Ｎ
・
モ
ル
フ
ェ
シ
の
研
究
が
重
要
な
示
唆
を
与
え

←
型
）

て
い
る
。
｝
」
の
点
に
つ
き
、
モ
ル
フ
エ
シ
は
、
「
司
法
裁
判
所
の
判
例
研
究
は
、
司
法
裁
判
所
が
形
式
的
に
は
憲
法
院
の
判
決
を
受
容
し

て
い
な
い
こ
と
、
し
か
し
他
方
で
、
憲
法
院
判
決
の
実
質
的
受
容
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
、
憲

法
院
の
判
決
が
そ
の
裁
判
所
の
権
威
（
冨
冒
『
愚
冒
ご
】
呂
○
目
⑥
一
一
⑥
）
を
理
由
に
受
容
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
他
方
で
、
司
法

裁
判
所
は
、
憲
法
判
例
か
ら
着
想
を
得
る
場
合
に
は
、
憲
法
院
判
決
を
参
照
す
る
の
と
は
異
な
る
方
法
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

第
一
に
、
憲
法
院
判
決
の
形
式
的
受
容
の
欠
如
に
つ
い
て
、
「
憲
法
院
判
決
は
そ
れ
の
み
で
は
、
判
決
理
由
に
お
い
て
さ
え
、
原
判
決

の
破
肇
を
正
当
化
す
る
資
格
を
備
え
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
そ
こ
に
は
、
現
実
面
及
び
制
度
面
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
事
情

が
存
す
る
。
ま
ず
、
現
実
面
で
は
、
憲
法
院
判
決
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
「
ほ
ぼ
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
法
律
の
条

文
あ
る
い
は
憲
法
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
を
認
容
す
る
た
め
の
『
論
拠
（
鳥
目
⑰
三
）
』
と
し
て
役
立
つ
」
か
ら
で
あ
り
、
判
決
の
既
判

力
の
故
で
は
な
い
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
ま
た
、
制
度
面
で
は
、
破
段
院
に
よ
る
憲
法
院
判
決
の
排
斥
（
野
菖
○
コ
）
の
理
由
と
し
て
、

破
毅
院
の
条
文
適
用
の
義
務
（
一
七
九
○
年
二
月
二
七
日
法
律
一
七
条
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
規
的
判
決
を
禁
止
す
る
民
法
典

五
条
の
下
で
は
い
か
な
る
意
味
で
も
「
判
例
」
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
、
破
段
院
は
、
憲
法
院
判
決
を
含
め
て
判
例
違
反
を
破
畿
の
理

《
舐
》

由
と
す
る
》
」
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

第
二
に
、
憲
法
院
判
決
の
実
質
的
受
容
に
つ
い
て
、
司
法
裁
判
所
が
そ
れ
を
表
明
し
て
い
る
事
例
、
及
び
憲
法
規
範
を
援
用
し
て
い

る
事
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
司
法
裁
判
所
が
憲
法
院
判
決
の
実
質
的
受
容
を
表
明
し
た
事
例
と
し
て
、
二
つ
の
場
合
、
即
ち
、

（
２
ｓ

司
法
裁
判
所
が
憲
法
院
の
勧
め
に
答
え
る
場
合
、
及
び
憲
法
院
判
決
を
模
倣
す
る
場
合
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
司
法
裁
判
所
の

判
決
に
お
け
る
憲
法
規
範
の
援
用
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
四
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
の
破
駿
院
判
決
で
は
ま
す
ま
す
頻
繁
に
そ
の
状
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況
が
見
ら
れ
る
こ
と
'
簸
法
院
に
よ
る
合
意
性
審
査
の
飛
躍
が
'
民
事
訴
訟

･
刑
事
訴
訟
の
当
事
者
に
よ
る
意
法
規
砲
の
援
用
を
推
し

進
め
'
司
法
裁
判
所
に
よ
る
恵
法
規
鞄
の
援
用
を
容
易
に
す
る
藩
法
環
境
を
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
'
し
か
し
な
が
ら
'
司
法
裁
判
所

に
よ
る
意
法
解
釈
の
自
律
性
な
い
し
独
自
性
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
'
両
裁
判
所
に
よ
る
判
決
の
競
合
な
い
し
意
法
判
例
の
抵
触
の
危

険
性
も
あ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
以
上
の
検
討
か
ら
､
司
法
裁
判
所
に
よ
る
態
法
判
例
の
受
容
は
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
っ

一1-∫

て
い
る
と
さ
れ
る
｡

以
上
の
モ
ル
フ
エ
シ
の
説
明
に
よ
れ
ば
'
破
穀
院
判
決
に
お
い
て
は
､
意
法
院
判
決
の
形
式
的
受
容
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
'
そ
の
実
質
的
受
容
は
不
十
分
な
が
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
限
り
で
'
モ
ル
フ
エ
シ
の
見
解
も
'
破
穀
院
に
よ
る
意
法
院
判
決

の
受
容
を
全
く
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
｡
と
は
い
え
'

一
九
七
二
年
の
D
enis判
決
の
時
点
で
'
ま
た
'

一
九
七
九
年
の
Le

B
arait)ec判
決
及
び

1
九
八

1
年
の
B
achaud
判
決
に
お
い
て
こ
の
受
容
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
'
依
然
明
ら
か
で
は
な
い
｡

②

｢結
社
の
自
由
｣
判
決
と
結
社
の
自
律
性

第
二
の
説
明
と
し
て
'
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
の
射
程
と
結
社
の
自
律
性
と
は
別

次
元
の
問
題
と
す
る
見
方
が
あ
り
得
る
｡
た
だ
'
こ
こ
で
も
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
異
な
る
視
点
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
第

一
に
'
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
は
､
従
来
か
ら
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
に
意
法
的
価
値
を
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
'
そ
の

内
容
を
拡
張
し
た
り
保
障
の
程
度
を
強
め
る
と
い
う
意
味
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
得
る
｡
即
ち
'
司
法
裁
判
所
を
通

じ
て
確
保
さ
れ
て
き
た
結
社
の
自
律
性
と
個
人
の
保
頚
と
の
調
整
は
'
既
に

一
九
〇
一
年
法
律
の
運
用
に
お
い
て
十
分
に
実
現
さ
れ
て

お
り
'
他
方
､
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
は
'
立
法
者
を
法
治
主
義
の
下
に
置
く
と
い
う
意
味
で
は
画
期
的
で
は
あ
っ
た
が
'
既
に
立
法
者

や
裁
判
所
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
的
原
理
の
射
程
や
程
度
ま
で
も
変
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
｡

第
二
に
'
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
で
意
法
的
価
値
を
付
与
さ
れ
た
の
は
､
結
社
結
成
の
自
由
及
び

｢届
出
｣
拒
否
の
禁
止
の
原
則

(従
っ

て
'
法
人
格
を
付
与
さ
れ
る
自
由
)
で
あ
り
'
結
社
の
同

一
性
な
い
し
自
律
性
の
保
障
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
同
判
決
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は
'
｢結
社
の
自
由
の
原
理
は
､
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
'
恵
法
前
文
に
よ
っ
て
厳
粛
に
再
確
認
さ
れ
た
基
本
的
諸
原
理

の
中
に
数
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
原
理
は
'
結
社
契
約
に
関
す
る

一
九
〇
一
年
七
月

一
日
法
律
の
一
般
的
規
定
の
基
礎
に
あ
る
も
の

で
あ
る
｡
こ
の
原
理
に
よ
り
､
結
社
は
自
由
に
結
成
さ
れ
'
事
前
の
届
出
を
唯

一
の
条
件
と
し
て
公
認
さ
れ
う
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
結

社
の
特
別
な
カ
テ
ゴ
p
-
に
つ
い
て
採
ら
れ
う
る
措
置
を
除
き
'
結
社
の
結
成
は
'
例
え
無
効
の
稗
症
が
あ
る
か
あ
る
い
は
遵
法
な
目

的
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
'
そ
れ
を
有
効
と
す
る
た
め
に
は
行
政
権
あ
る
い
は
司
法
権
で
あ
っ
て
も
事
前
に
関
与
す
る
こ
と
が
で

一A1

き
る
も
の
で
は
な
い
｣
と
述
べ
で

こ
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
改
め
る
｡
従
っ
て
'
仮
に
法
律
上
の
諸
原
理
に
憲
法

的
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
が
そ
の
内
容
の
拡
弱
な
い
し
保
障
の
徹
底
を
帰
結
す
る
と
し
て
も
'
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
は
､
結
社
の
懲
戒

権
の
問
題
に
は
好
守
を
与
え
な
い
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
点
で
'
｢法
人
格
を
持
た
な
い
団
体
を
含
む
全
て
の
組
府
は
'
そ
の
存
在
の
事
実

の
み
に
よ
り
自
動
的
に
懲
戒
権
を
有
す
る
｣
の
で
あ
り
'
こ
の
こ
と
は
'
懲
戒
権
が

｢法
人
格
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
'

ふ
､

制
度
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｣
と
す
る
指
摘
が
重
要
な
示
唆
を
与
え
得
る
で
あ
ろ
う
｡

第

一
の
視
点
と
第
二
の
視
点
と
の
違
い
は
'
特
に
'
前
者
が
懲
戒
権
の
性
質
に
つ
い
て
契
約
親
か
制
度
説
か
に
よ
り
影
響
を
受
け
な

い
の
に
対
し
､
後
者
は
主
と
し
て
制
度
説
と
よ
り
親
和
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
こ
こ
で
は
､
結
社
の
懲

戒
権
に
関
す
る
司
法
裁
判
所
の
態
度
が
､
｢結
社
の
自
由
｣
判
決
以
降
も
自
制
的
な
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
が
'
い
く
つ

か
の
視
点
か
ら
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
'
い
ず
れ
の
説
明
が
よ
り
説
得
的
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
控
え
る
こ
と

と
し
た
い
｡

(3
)
結
社
の
自
律
性
と
個
人
の
保
夜
と
の
調
整

以
上
の
司
法
判
例
の
検
討
は
'
結
社
の
同

一
性
な
い
し
自
律
性
が
意
讃
さ
れ
な

が
ら
も
､
外
的
適
法
性
の
統
制
に
と
ど
ま
ら
な
い
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
結
社
の
懲
戒
権
に
対
し
て
行
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
｡
個
人
の
保
養
ひ
い
て
は

｢傭
人
の
自
由
｣
と
し
て
の
結
社
の
自
由
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
'
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
判
例
の
状
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況
は
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
で
、
「
団
体
の
自
由
」
と
し
て
の
結
社
の
自
由
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の
自
律
性
を
犯
す
も
の

と
し
て
問
題
が
指
摘
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
判
例
の
正
当
性
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
結
社
の
自
律
性
と
個
人
の
保
護
と
の
調
整
と
い
う
観
点
か
ら
以
下
の

点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

①
結
社
の
自
律
性
の
尊
重
ま
ず
、
司
法
判
例
全
体
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
印
象
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
｜
定
の
場
合
に
、
結

社
の
自
律
性
に
配
慮
す
る
判
断
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、
規
約
上
懲
戒
処
分
を
下
す
機
関
や
手
続
、
さ
ら
に
懲
戒
事
由
が

明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
懲
戒
権
の
存
在
自
体
は
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
例

え
ば
、
言
①
昌
一
判
決
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
結
社
の
機
関
が
、
規
約
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
懲
戒
事
由
に
基
づ
い
て
懲
戒
処
分
を
下

一
Ｊ
－

す
こ
と
は
、
そ
の
権
限
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
評
価
は
裁
判
所
に
属
す
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
判
決
が
、
国
家
な
い
し
国
法
さ
ら
に
は
規
約
に
も
由
来
し
な
い
懲
戒
権
の
存
在
を
認
め
た
こ
と
は
、
結
社
の
自
律
性
の
保
障
ひ

い
て
は
結
社
の
自
由
の
保
障
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
規
約
な
い
し
内
部
規
則
の
解
釈
を
行
う
に
際
し
、
裁
判
官
が
結
社
の
内
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
そ
れ

に
沿
っ
て
判
断
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
（
例
え
ば
、
事
実
の
過
誤
に
関
す
る
○
冨
巨
閉
８
－
①
。
判
決
）
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
、
次
の

Ｌ
・
ミ
シ
ュ
ー
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。
「
規
約
に
含
ま
れ
て
い
る
明
文
の
規
定
は
、
法
律
の
規
定
と
同
様
に
、
内
部
伝
統
に
よ
っ
て
補

完
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
法
律
が
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
環
境
の
精
神
の
中
で
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、

（
ｊ
』

集
団
内
を
支
配
し
て
い
る
理
念
や
集
団
を
動
か
し
て
い
る
精
神
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
結
社
内
部
の
伝

統
、
慣
習
、
精
神
を
尊
重
し
つ
つ
規
約
や
内
部
規
則
の
解
釈
を
行
う
と
い
う
こ
の
方
法
は
、
構
成
員
の
保
護
を
志
向
し
な
が
ら
結
社
の

（
皿
）

自
律
性
を
よ
り
よ
く
保
持
す
る
｝
」
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
に
、
裁
判
所
が
、
処
分
の
審
査
に
つ
い
て
は
そ
の
合
目
的
性
に
ま
で
統
制
を
及
ぼ
し
て
い
る
反
面
、
懲
戒
規
定
の
審
査
に
つ
い

て
は
合
目
的
性
の
統
制
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
（
法
の
過
誤
の
統
制
に
お
け
る
国
法
違
反
・
公
序
違
反
の
審
査
）
。
こ
の
こ

と
は
、
結
社
の
規
約
制
定
権
の
方
が
懲
戒
権
よ
り
も
、
結
社
の
自
律
性
に
よ
っ
て
よ
り
広
く
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
Ａ
・
レ
ガ
ル
と
Ｊ
・
プ
レ
ヅ
ト
・
ド
・
ラ
・
グ
ル
ッ
セ
イ
ュ
は
、
裁
判
所
の
審
査
が
及
ぶ
の
は
懲
戒
規
定
の

《岬』

「
適
法
性
」
ま
で
で
あ
っ
て
「
合
目
的
性
」
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
》
」
と
を
、
次
の
よ
う
に
結
社
の
自
律
性
の
保
障
の
観
点
か
ら
説
明
し

て
い
る
。
「
懲
戒
権
が
法
律
や
公
序
、
よ
り
正
確
に
は
制
度
の
自
律
性
を
制
限
す
る
高
次
の
原
理
に
反
し
な
い
以
上
は
」
、
裁
判
所
は
そ

の
合
目
的
性
の
審
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
こ
の
制
限
の
下
で
、
制
度
は
、
そ
の
活
動
の
目
的
及
び
手
段
の
主
体
（
圓
旨
ｎ
ｍ
ｍ
⑰
）

で
あ
り
続
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
設
立
者
或
い
は
審
議
機
関
は
、
自
ら
が
最
善
と
判
断
す
る
規
定
を
選
択
す
る
自
由
を
有
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
○
｜
年
七
月
一
日
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
結
社
の
自
由
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
」
。
従
っ
て
、
懲
戒
規
定
に

（
川
』

対
す
る
裁
判
所
の
統
制
は
、
制
度
の
自
律
性
の
要
請
に
よ
っ
て
縮
減
さ
れ
る
。

第
四
に
、
一
般
の
構
成
員
に
対
す
る
処
分
の
審
査
と
は
異
な
り
、
裁
判
所
は
、
結
社
の
機
関
（
。
橘
目
⑰
）
に
対
す
る
処
分
の
審
査
に
際

し
て
は
、
合
目
的
性
の
審
査
権
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
（
Ｆ
①
昌
一
一
目
判
決
、
三
⑥
旨
】
｝
判
決
）
。
レ
ガ
ル
と
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
ラ
・
グ

ル
ッ
セ
イ
ュ
は
、
そ
の
理
由
に
つ
き
、
「
職
権
上
の
管
理
者
の
行
為
は
、
管
理
自
体
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
態
度
を
判
断
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
制
度
が
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
即

ち
、
管
理
の
合
目
的
性
な
い
し
管
理
の
適
切
さ
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
結
社
の
運
営
そ
れ
自
体
に
深
く
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

点
に
関
わ
る
結
社
の
判
断
は
そ
れ
だ
け
、
結
社
の
自
律
性
の
保
障
を
強
く
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
判
決
が

比
較
的
古
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
機
関
に
対
す
る
処
分
の
合
目
的
性
の
審
査
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
、
裁
判
所
の
態
度
が
未
だ
発

展
途
上
に
あ
っ
た
た
め
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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第
五
に
'
｢裁
判
所
は
､
結
社
の
懲
戒
機
関
の
控
訴
裁
判
官
で
は
な
い
｣
と
す
る
B
eき
n判
決
の
定
式
が
'
次
の
二
つ
の
意
味
に
お
い

て
'
結
社
の
自
律
性
を
よ
り
保
障
す
る
効
果
を
持
つ
と
い
う
点
で
あ
る
｡
ま
ず
'
裁
判
官
の
介
入
は
処
分
の
取
消
に
と
ど
ま
り
'
結
社

の
懲
戒
機
関
に
代
わ
っ
て
新
た
な
処
分
を
下
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
｡
も
し
'
裁
判
所
が
控
訴
裁
判
官
と
し
て
事
件

に
関
与
す
る
と
す
れ
ば
'
結
社
の
懲
戒
機
関
が

一
審
裁
判
官
と
な
り
'
裁
判
所
も
結
社
と
同
様
､
懲
戒
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡
し
か
し
､
こ
れ
で
は
'
結
社
の
懲
戒
権
が
裁
判
所
の
懲
戒
権
に
よ
っ
て
完
全
に
覆
さ
れ
う
る
関
係
が
生
じ
､
結
社
の
自
律
性
の
保

障
と
は
相
容
れ
な
い
｡
プ
レ
ッ
ト
･
ド
･
ラ
･
グ
ル
ツ
セ
イ
ユ
も
同
様
に
'
｢裁
判
所
は
､
制
度
の
上
級
懲
戒
裁
判
所
で
は
な
い
｡
自
ら

は
構
成
員
に
対
す
る
懲
戒
権
を
持
た
な
い
｡
た
だ
'
統
制
の
任
務
を
付
与
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
'
当
該
決
定
が
適
法
か
ど
う
か
に

ートルt■一ヽ

つ
い
て
の
判
断
権
し
か
有
し
て
い
な
い
｡
取
消
の
請
求
を
付
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
｣
と
指
摘
し
て
い
句.

も
っ
と
も
'

一
九
七
二
年
の

D
enis判
決
以
降
'
裁
判
所
が

｢事
実
の
過
誤
｣
の
統
制
な
い
し

｢援
用
さ
れ
た
非
違
行
為
｣
の
統
制
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
判
断
す
る
よ

.S1

う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
'
上
の
定
式
は
も
は
や
同
様
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
見
静
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
｡

次
に
'
結
社
の
懲
戒
機
関
は
'
執
行
停
止
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
'
構
成
且
を

一
定
の
処
分
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
あ
る
｡
1

･
ユ
ゲ
は
'
｢控
訴
権
の
執
行
停
止
効
果
｣
を
指
摘
し
'
裁
判
所
は
､
控
訴
裁
判
所
と
し
て
で
は
な
く
'

一
審
裁
判
所
と
し

て
介
入
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
｡
｢構
成
員
が
事
件
を
裁
判
所
に
持
ち
込
卑

そ
の
裁
判
所
が
控
訴
裁
判
官
で
あ
る
と

す
れ
ば
'
当
該
構
成
員
は
､
結
社
に
所
属
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
｡
彼
は
'
新
た
な
計
画
を
成
功
さ
せ
る
た
め
､
あ
る
い
は
失
敗
さ
せ

る
た
め
'
自
ら
の
投
票
用
紙
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
‥
‥
裁
判
所
が
控
訴
裁
判
官
と
し
て
介
入
す
る
こ
と
､
ま
た
除
名
さ
れ
た

構
成
員
が
控
訴
の
執
行
停
止
効
果
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
､
懲
戒
権
に
よ
っ
て
構
成
員
を
除
名
す
る
結
社
の
利
益

ふ
)

を
'

一
度
に
書
す
る
こ
と
に
な
る
｣｡
裁
判
所
が
控
訴
裁
判
官
と
し
て
介
入
す
る
な
ら
ば
､
結
社
の
懲
戒
権
は
そ
の
執
行
が
停
止
さ
れ
'
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結
社
の
活
動
や
自
律
性
は
、
構
成
員
に
よ
っ
て
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
裁
判

（
４
』

官
は
控
訴
裁
判
官
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

②
個
人
の
保
護
の
徹
底
他
方
で
、
個
人
の
保
護
に
比
重
を
置
く
判
断
の
パ
タ
ー
ン
も
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
行
政
判

例
に
類
す
る
統
制
方
法
自
体
が
既
に
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
さ
ら
に
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
個

人
の
自
由
や
平
等
な
ど
基
本
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
懲
戒
処
分
に
対
す
る
統
制
に
迷
い
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
防
禦
権
・
告
知
の
機
会
の
保
障
、
平
等
権
（
Ｐ
目
協
二
⑰
判
決
）
、
示
威
行
動
へ

の
不
参
加
の
自
由
（
ｏ
四
三
旨
判
決
）
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
な
い
し
私
生
活
の
保
障
（
」
・
侭
①
判
決
）
、
刑
事
手
続
上
の
原
則
、
意
思
自

治
の
原
則
・
個
人
責
任
の
原
則
（
国
：
。
ご
判
決
、
Ｏ
目
ご
旨
判
決
、
国
。
己
閉
⑰
己
判
決
）
に
対
す
る
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
懲
戒
処

分
の
取
消
な
い
し
無
効
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
刑
事
手
続
上
の
原
則
と
の
関
係
で
は
、
「
判
例
の
矛
盾
と
不
一
致
」

を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
懲
戒
的
制
裁
を
規
定
す
る
規
約
の
条
項
が
欠
け
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
る
例

へ
皿
）

も
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
刑
事
手
続
の
原
則
に
反
す
る
も
の
は
な
い
」
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
結
社
の
構
成
員
は
完
全
な
窓
意

に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
裁
判
官
は
、
懲
戒
処
分
に
対
し
て
裁
量
的
な
再
審
査
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
が
同
意
し
て
い
た
は
ず
の
規
約
の
条
項
で
あ
っ
て
も
、
個
人
を
保
護
す
る
た
め
に
そ
れ
を
無

効
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
「
公
序
」
の
観
点
か
ら
裁
判
所
へ
の
提
訴
を
禁
止
す
る
規
約
の
条
項
を
無
効
と
し
た

｛
口
）

判
決
が
重
要
で
あ
る
（
国
・
昌
路
⑰
一
判
決
、
、
冨
巨
ｍ
ｍ
８
－
ｎ
』
判
決
、
傍
目
⑰
③
一
一
③
判
決
）
。
特
に
「
裁
判
所
は
常
に
除
名
と
い
う
私
的
な
罰
則
が
正

当
に
適
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
」
と
す
る
判
断
（
ｅ
目
圀
８
局
』
判
決
）
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
い
う
「
公

序
」
の
内
容
と
し
て
は
、
個
人
の
保
護
と
国
家
権
限
の
侵
害
の
排
除
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
前
者
と
し
て

二
判
》

は
、
意
思
自
治
の
原
則
な
い
し
契
約
の
自
由
に
対
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
制
約
と
い
う
意
味
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
障
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（
“
》

と
い
う
意
味
、
構
成
員
の
加
入
の
自
由
な
い
し
結
社
の
自
由
の
保
障
と
い
う
意
味
、
後
者
と
し
て
は
、
裁
判
所
の
権
限
を
確
保
す
る
と

（
４
）

い
う
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
結
社
の
懲
戒
処
分
の
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
不
当
に
処
分
を
宣
告
さ
れ
た
構
成
員
は
、
様
々
な
賠
償
方
法
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
結
社
の
自
律
性
は
、
個
人
の
保
護
の
た
め
に
判
決
を
下
す
裁
判
所
に
と
っ
て
、
妨

げ
と
は
な
ら
な
い
。
レ
ガ
ル
と
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
ラ
・
グ
ル
ッ
セ
イ
ユ
も
、
こ
の
点
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
制
度
の

自
律
性
は
、
構
成
員
が
本
当
に
非
違
行
為
を
侵
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
懲
戒
的
制
裁
の
性
質
あ
る
い
は
重
さ
を
変
更
す
る
と
い
う

こ
と
を
禁
ず
る
。
し
か
し
、
不
当
な
制
裁
が
取
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
取
梢
か
ら
生
じ
る
帰
結
を
自
ら
引
き
出
す
こ
と
、
及
び
、
例
え

《
胡
』

ぱ
不
正
に
除
名
さ
れ
た
構
成
員
の
復
職
を
命
じ
る
｝
」
と
を
、
裁
判
所
に
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
。

③
裁
判
所
の
調
整
作
用
と
判
断
要
素
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
判
決
の
文
面
で
明
確
に
述
べ
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
と
し
て
、
結
社
の
自
律
性
と
個
人
の
保
護
と
の
微
妙
な
調
整
を
は
か
り
つ
つ
、
懲
戒
権
の
統
制
を
行
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
決

し
て
過
度
に
結
社
の
自
律
性
に
介
入
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
調
整
作
用
は
、
事
実

の
過
誤
の
統
制
と
、
法
の
過
誤
の
統
制
に
お
け
る
内
部
規
則
違
反
・
規
約
違
反
の
審
査
と
の
関
係
を
見
る
と
き
、
よ
り
明
ら
か
と
な
ろ

う
。
即
ち
、
裁
判
官
は
、
当
該
制
裁
が
非
違
行
為
と
比
例
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
（
事
実
の
過
誤
の
統
制
）
一
方
で
、
規
約

な
い
し
内
部
規
則
が
非
違
行
為
と
そ
れ
に
適
用
さ
れ
る
制
裁
と
を
相
関
的
に
列
挙
し
て
い
る
場
合
に
は
、
制
裁
が
非
違
行
為
と
比
例
的

己
打
』

で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
規
約
違
反
な
い
し
内
部
規
則
違
反
の
審
査
（
法
の
過
誤
の
統
制
）
に
と
ど
め
て
い
る
。
懲

戒
規
定
が
非
違
行
為
と
制
裁
と
を
相
関
的
に
規
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
処
分
に
対
す
る
事
実
の
過
誤
の
統
制
を
行
わ
な
い
と
す
る
裁

判
所
の
態
度
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
制
度
説
と
契
約
説
と
で
若
干
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
制
度
説
を
と
る
レ
ガ
ル
と
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
．
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ラ
・
グ
ル
ッ
セ
イ
ュ
は
、
次
の
三
つ
の
理
由
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
第
一
に
、
裁
判
所
は
、
自
ら
の
審
査
が
そ
こ
ま
で
及
べ
ば
、
懲
戒

機
関
に
よ
る
個
別
的
適
用
の
判
断
に
関
す
る
裁
判
官
で
は
な
く
、
制
度
の
立
法
権
か
ら
由
来
す
る
一
般
的
判
断
に
つ
い
て
の
裁
判
官
、
な

い
し
懲
戒
規
定
の
合
目
的
性
に
つ
い
て
の
裁
判
官
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
制
度
の
自
律
性
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
懲
戒
規
定
の
合
目
的
性
に
つ
い
て
の
審
査
を
認
め
な
い
と
す
る
彼
ら
の
説
明
は
一
貫
し
て
い
る
。
第
二
に
、
制

度
の
機
関
の
方
が
、
団
体
目
的
の
達
成
に
必
要
な
制
裁
措
置
を
判
断
す
る
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
地
位
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
機
関
が
必

要
と
認
め
た
罰
則
の
審
査
権
を
、
裁
判
所
が
僧
取
す
る
こ
と
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
実
際
上
の
理
由
で
あ
る
。
第
三
に
、

構
成
員
は
、
結
社
へ
の
入
会
前
に
規
約
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
懲
戒
処
分
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

『
史
）

と
す
る
理
由
で
あ
る
。
他
方
、
Ｍ
・
ク
デ
ィ
ー
ル
は
、
》
」
の
よ
う
な
二
段
階
の
審
査
は
、
規
約
が
当
事
者
に
と
っ
て
は
法
の
代
わ
り
と

一
§
』

な
っ
て
い
る
限
り
で
、
結
社
の
契
約
的
な
性
質
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
構
成
員
に
よ
る
同
意
は
両
説
と
も
指
摘
し
て

い
る
点
で
あ
る
が
、
制
度
説
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
結
社
の
自
律
性
及
び
制
度
の
機
関
の
地
位
を
も
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
点
が
、
両

説
の
留
意
点
の
違
い
と
し
て
指
摘
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
、
裁
判
所
の
判
断
に
さ
ほ
ど
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
点
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
団
体
の
性
質
、
即
ち
、
結
社
が
届
出
非
営
利
社
団
で
あ
る
か
無
届
出
非
営
利
社
団
で
あ
る
か
は
無
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
点
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
結
社
は
、
そ
の
法
人
格
の
有
無
と
権
利
能
力
の
程
度
の
差
に
よ
り
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

区
別
さ
れ
て
お
り
届
出
非
営
利
社
団
と
無
届
出
非
営
利
社
団
の
違
い
は
結
社
の
自
律
性
の
程
度
に
影
響
を
与
え
、
裁
判
所
の
審
査
方

法
な
い
し
統
制
の
程
度
に
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
得
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
両
者
の
違
い
に
言
及
し
な

い
判
決
も
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
結
社
の
自
律
性
自
体
は
、
法
人
格
の
有
無
や
権
利
能
力
の
程
度
の
差
に
よ
っ
て
は
影
響

を
受
け
な
い
と
の
仮
説
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
結
社
は
、
そ
の
存
在
の
事
実
の
み
に
よ
り
自
動
的
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に
懲
戒
権
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
懲
戒
権
が
法
人
格
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
制
度
に
関
連
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
懲
戒
処
分
の
内
容
、
即
ち
、
処
分
内
容
が
除
名
か
そ
れ
以
外
か
と
い
う
点
も
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
除
名
処
分
が
正
当
化
さ
れ
る
に
は
重
大
な
理
由
が
要
求
さ
れ
、
重
大
性
の
判
断
が
行
わ
れ
る
な
ど
の
違
い
は

あ
る
が
、
内
部
的
な
処
分
に
と
ど
ま
る
か
ら
と
い
っ
て
司
法
審
査
を
拒
否
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
副
組
合
長
の
地

位
の
解
任
処
分
が
争
わ
れ
た
Ｐ
⑥
巳
｝
一
旦
判
決
、
出
場
停
止
処
分
が
争
わ
れ
た
ロ
ロ
ュ
。
ご
判
決
、
］
・
侭
、
判
決
、
因
：
盲
目
判
決
な
ど
に
お
い
て
、

除
名
処
分
の
場
合
と
同
様
に
司
法
統
制
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
被
侵
害
利
益
の
性
質
、
即
ち
、
当
該
紛
争
が
金
銭
的
利
益
に
関
わ
る
も
の
か
精
神
的
利
益
の
み
に
関
わ
る
も
の
か
と
い
う

点
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
金
銭
的
利
益
と
は
関
わ
り
合
い
の
な
い
団
体
な
い
し
紛
争
に
つ
い
て
は
、
司
法
統
制
を
拒
否

な
い
し
制
限
す
る
判
決
も
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
。
レ
ガ
ル
と
プ
レ
ッ
ト
・
ド
・
ラ
・
グ
ル
ッ
セ
イ
ュ
は
、
精
神
的
利
益

の
み
に
関
わ
る
紛
争
を
「
純
粋
に
内
部
的
な
紛
争
」
と
呼
び
、
こ
の
種
の
紛
争
に
つ
き
司
法
統
制
を
拒
否
す
る
判
決
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
批
判
し
て
い
る
。
「
裁
判
所
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
ほ
と
ん
ど
擁
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
裁
判
所
が
認
識
す
べ

き
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
は
、
金
銭
に
評
価
す
る
こ
と
の
可
能
な
金
銭
的
利
益
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
利
益
を
も
含
む
と
い
う
の

は
、
全
く
確
か
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
全
く
妥
当
で
あ
る
た
め
、
長
い
間
、
判
例
は
専
ら
精
神
的
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を

》
知
一

命
じ
る
》
」
と
を
も
は
や
た
め
ら
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
。
も
し
、
「
純
粋
に
内
部
的
な
紛
争
」
に
対
す
る
司
法
審
査
を
否
定
す
れ
ば
、

お
よ
そ
非
営
利
の
目
的
で
設
立
さ
れ
て
い
る
結
社
の
懲
戒
処
分
は
、
除
名
処
分
も
含
め
て
大
部
分
が
司
法
統
制
を
免
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
の
不
当
性
、
及
び
裁
判
所
が
司
法
統
制
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
判
決
の
実
際
は
、
レ
ガ
ル
と
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・

一
郎
一

ラ
・
グ
ル
ッ
セ
イ
ユ
の
説
明
を
正
当
化
す
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。
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三

分
析
視
角
と
し
て
の

(p
ouくOi

｢

)

以
上
の
司
法
判
例
は
､
行
政
判
例
が
採
用
し
て
き
た
統
御
方
法
と
同
様
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
を
通
じ
て
'
結
社
内
部
の
構
成
員
を

積
極
的
に
保
護
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
態
度
は
､
結
社
の
自
律
性
な
い
し
結
社
の
同
1
性
の
原
則
が
東
認
さ
れ
な
が

ら
ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
以
下
で
は
､
権
力
な
い
し
権
限

(p
o
uvoir)

と
い
う
言
葉
と
関
連
づ
け
な
が
ら
'
①
司
法
判
例
と
行
政
判
例
と
の
接
近
は
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
さ
れ
う
る
の
か
'
②
権
限
濫
用
の

統
制
及
び

｢特
殊
性
の
原
則
｣
の
統
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
権
利
の

｢目
的
｣
に
よ
る
統
制
は
'
如
何
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
'
③

よ
り
本
質
的
な
問
題
と
し
て
､
そ
も
そ
も
結
社
の
内
部
秩
序
に
関
わ
る
自
律
的
な
作
用
に
対
す
る
国
家
介
入
が
､
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
う

る
の
か
t
と
い
う
同
い
を
設
定
し
'
こ
の
問
題
の
解
明
の
手
が
か
り
と
な
る
い
く
つ
か
の
考
え
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
､

一
定
の
示
唆

を
得
た
い
｡

1

｢権
力
｣
分
立
の
視
点
-

A
･
メ
ス
ト
ル
の

｢並
行
的
評
価
｣
竿

ま
ず
'
司
法
判
例
と
行
政
判
例
と
の
接
近
を
同
額
と
す
る
｡
既
に
こ
の
テ
ー
マ
は
､
他
の
開
額
と
の
関
連
で
も
闘
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
'
そ
れ
自
体
は
新
し
い
問
題
設
定
で
は
な
い
｡
こ
こ
で
は
'
結
社
の
懲
戒
権
に
対
す
る
司
法
統
制
に
限
定
し
て
の
両
者
の
接

近
を
問
題
と
し
た
い
｡
以
下
'
こ
の
接
近
を
説
明
す
る
A
･
メ
ス
ト
ル
の
見
解
'
続
い
て
メ
ス
ト
ル
の
説
明
を
若
干
数
街
す
る
た
め
に

M
･
ワ
リ
-
ヌ
の
議
論
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
｡

(1
)
A
･
メ
ス
ト
ル
の
評
釈

一
九
二
六
年
二
月
一
六
日
の
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
'
メ
ス
ト
ル
は
結
社
の

ふ
'

懲
戒
権
の
性
質
を
論
じ
る
と
と
も
に
'
そ
れ
に
関
す
る
裁
判
官
の
行
動
分
析
を
行
っ
て
い
る
｡
結
社
の
懲
戒
権
の
性
質
に
つ
い
て
は
'
そ

れ
を
契
約
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
見
解
を
批
判
し
'
団
体
生
活
中
に
含
ま
れ
る
懲
戒
権
の
存
在
を
承
認
す
る
判
決
に
賛
同
し
て
い
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る
。
こ
の
点
で
は
、
既
に
述
べ
た
モ
ラ
ン
ジ
ュ
の
見
解
と
同
旨
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
メ
ス
ト
ル
の
評
釈
を
参
照
す
る
意
義
は
、
む

し
ろ
後
者
の
裁
判
官
の
行
動
分
析
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
裁
判
官
の

役
割
で
あ
る
。
メ
ス
ト
ル
は
、
裁
判
所
の
役
割
に
つ
い
て
、
「
裁
判
所
は
、
組
合
に
固
有
の
懲
戒
権
の
存
在
を
認
め
て
お
り
、
従
っ
て
、

『
越
権
』
裁
判
官
を
も
っ
て
自
ら
を
任
じ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
総
会
の
決
定
を
こ
の
理
由
で
取
り
消
す
権
利
を
自
ら
に
認
め
て
い
る
の

で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
が
「
裁
判
官
の
役
割
の
性
質
で
あ
り
、
限
界
で
も
あ
る
」
と
述
べ
る
。
裁
判
官
が
自
己
の
役
割
を
「
越
権
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
点
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
結
社
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
「
合
目
的
性
」
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
こ
こ
で
裁
判
官
の
性
質
と
さ
れ
た
「
越
権
」
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
権
力
を
有
す

る
あ
ら
ゆ
る
人
（
及
び
団
体
）
は
、
そ
れ
を
濫
用
す
る
傾
向
が
あ
る
。
権
力
は
権
力
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
準
則
を

引
用
し
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
伝
統
的
な
越
権
理
論
は
、
歴
史
的
に
は
、
同
様
に
伝
統
的
な
権
力
分
立
と
い
う
観
念

に
基
づ
い
て
い
る
」
。
こ
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
お
け
る
全
て
の
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
の
性
質
上
、
必
要
と
さ
れ
る
役
割
の

中
に
止
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
「
裁
判
官
と
同
様
に
行
政
官
に
よ
る
越
権
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
過
誤

は
、
本
質
的
に
彼
ら
が
そ
の
活
動
の
特
有
の
性
質
を
無
視
し
侵
害
し
た
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」
。
越
権
の
概
念
は
、
権
力
分
立
の
観
念

に
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
、
裁
判
官
の
「
越
権
」
と
行
政
官
の
「
越
権
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
破
穀
院
及
び
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ

る
統
制
が
行
わ
れ
て
い
る
旨
の
説
明
が
為
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
越
権
・
権
力
分
立
と
結
社
の
懲
戒
権
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
の
「
越
権
」
と
い
う
概
念
、
あ
る
い
は
権
力
の
「
分
立
」
の

形
態
は
、
結
社
の
懲
戒
権
に
関
す
る
議
論
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
の
越
権
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
る
。
メ
ス
ト
ル

は
、
「
上
掲
の
判
決
は
、
越
権
の
新
し
い
形
態
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
我
々
を
促
す
」
と
し
、
「
団
体
の
機
関
、
こ
こ
で
は
組
合
の
総
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会
が
侵
し
た
越
権
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
団
体
権
力
と
個
人
の
自
律
性
と
の
分
立
」
と
い
う

「
新
し
い
『
分
立
』
の
尊
重
の
確
保
に
向
け
ら
れ
た
制
度
が
、
い
か
な
る
原
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
か
」
を
問
題
と
し
て
、
そ
の
「
行
政

上
の
越
権
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
非
常
に
似
て
い
る
」
原
則
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
社
の
懲
戒
権
の
問
題
を

「
団
体
権
力
と
個
人
の
自
律
性
と
の
分
立
」
と
す
る
理
解
の
仕
方
、
行
政
権
力
と
団
体
権
力
と
の
類
似
、
あ
る
い
は
行
政
上
の
越
権
と
団

体
の
越
権
と
の
類
似
と
い
う
視
点
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
論
に
お
い
て
、
メ
ス
ト
ル
は
、
「
行
政
権
力
と
団
体
権
力
と
の
間
の
並
行
的
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
、
及
び
、
民
事
判
例
は
、
取
梢

訴
訟
以
外
に
も
団
体
組
織
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
構
成
員
の
た
め
に
賠
償
訴
訟
へ
の
場
を
等
し
く
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
我
々
は
、
直
観
的
に
民
事
裁
判
所
が
私
的
権
利
と
も
行
政
上
の
特
権
と
も

混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
団
体
固
有
の
権
力
の
承
認
へ
と
導
か
れ
た
と
い
う
結
論
を
、
引
き
出
す
こ
と
に
と
ど
め
た
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
メ
ス
ト
ル
が
一
九
二
六
年
の
時
点
で
既
に
、
司
法
裁
判
所
の
一
判
決
か
ら
行
政
判
例
と
の
類
似
を
み
て
と
り
、
そ
れ
を
行
政
上

の
越
権
と
団
体
の
越
権
と
の
類
似
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
し
た
上
で
、
さ
ら
に
両
者
の
並
行
的
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
、

《
鐸
》

現
在
に
至
る
ま
で
の
司
法
判
例
の
蓄
積
を
も
予
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
優
れ
た
洞
察
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
Ｍ
・
ワ
リ
ー
ヌ
の
テ
ー
ズ
メ
ス
ト
ル
の
分
析
は
、
裁
判
官
の
越
権
と
行
政
官
の
越
権
を
前
提
に
、
さ
ら
に
第
三
の
越
権
概

念
と
し
て
団
体
の
越
権
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
越
権
概
念
を
権
力
分
立
原
理
に
基
礎
付
け
、
団
体
の
越
権
を
「
団
体

権
力
と
個
人
の
自
律
性
と
の
分
立
」
へ
の
違
反
と
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
視
点
か
ら
、
司
法
判
例
と
行
政
判
例
と
の
接

近
が
説
明
さ
れ
う
る
こ
と
、
行
政
官
の
越
権
概
念
と
団
体
の
越
権
概
念
と
の
さ
ら
な
る
比
較
研
究
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
メ
ス
ト
ル
の
説
明
で
は
、
な
ぜ
、
行
政
官
の
越
権
と
団
体
の
越
権
と
が
類
似

す
る
の
か
と
い
う
点
、
ま
た
、
越
権
概
念
と
権
力
分
立
原
理
と
の
関
係
は
、
歴
史
的
・
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
の
か
と
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い
う
点
、
さ
ら
に
、
司
法
判
例
と
行
政
判
例
と
の
接
近
に
お
い
て
、
司
法
判
例
は
行
政
判
例
の
成
果
を
一
方
的
に
取
り
入
れ
る
関
係
に

あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
行
政

官
の
越
権
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
こ
の
作
業
は
、
裁
判
官
の
越
権
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
よ
り
よ
く

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
メ
ス
ト
ル
が
越
権
概
念
の
検
討
に
際
し
て
示
唆
を
得
て
い
る
Ｍ
・
ワ
リ
ー
ヌ
の

テ
ー
ズ
『
司
法
上
の
越
権
概
念
』
か
ら
、
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
。
破
殴
院
に
お
け
る
越
権
概
念
の
比
較
第
一
に
、
両
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
越
権
概
念
の
違
い
が

重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
越
権
と
法
律
侵
犯
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
越
権
が
裁
判
制
度
に
関
す
る
法
律
の
違
反
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

れ
は
自
ず
か
ら
法
律
侵
犯
を
構
成
す
る
の
に
対
し
、
全
て
の
法
律
侵
犯
が
必
ず
越
権
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
、
コ

ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
は
、
行
政
官
の
越
権
を
統
制
す
る
際
に
両
者
を
同
一
視
し
て
き
た
の
に
対
し
、
破
殴
院
は
、
裁
判
官
の
越
権
を
統
制

す
る
際
に
そ
の
区
別
を
維
持
し
、
か
つ
特
別
に
重
大
な
法
律
侵
犯
に
し
か
越
権
の
名
を
与
え
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
第
一
に
、
行
政
法
に
お
け
る
越
権
訴
訟
は
、
国
民
に
と
っ
て
重
要
か
つ
原
則
的
な
保
障
で
あ
り
、
他
方
、
破
頚
院
で
の
越
権
訴

（
鉦
』

訟
は
、
裁
判
を
受
け
る
者
の
例
外
的
・
補
助
的
保
障
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
生
じ
る
。
ま
た
第
二
に
、
破
駿
院
に
お
け
る
越
権
概
念
は
、

－
５
己

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
制
限
的
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
生
じ
る
。

第
一
の
違
い
が
生
じ
る
原
因
と
し
て
、
行
政
官
と
裁
判
官
の
実
際
の
立
場
の
違
い
、
及
び
両
裁
判
所
に
お
け
る
越
権
訴
訟
の
法
的
な

状
況
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
前
者
に
つ
き
、
行
政
官
は
法
に
対
し
あ
ま
り
関
心
を
持
た
ず
、
行
政
上
の
合
目
的
性
の
理

由
か
ら
意
思
決
定
を
行
う
。
そ
の
た
め
行
政
官
は
し
ば
し
ば
違
法
な
行
為
を
行
う
の
で
あ
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
越
権
を
理
由
と

す
る
取
消
に
よ
り
そ
の
決
定
を
正
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
裁
判
官
は
法
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
を
職

務
と
す
る
。
そ
の
た
め
裁
判
官
の
越
権
は
よ
り
稀
で
例
外
的
な
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
後
者
の
原
因
、
即
ち
両
裁
判
所
に
お
け
る
越
権



2１ 琉大法学第７１号(2004）
訴
訟
の
法
的
状
況
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
に
お
い
て
違
法
な
行
政
行
為
を
取
り
消
す
た
め
の
訴
訟
手
段
は
、
原
則
と
し
て
越
権

訴
訟
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
他
方
、
裁
判
官
に
よ
る
判
決
は
原
則
と
し
て
、
法
律
侵
犯
を
理
由
と
す
る
通
常
の
破
駿
申
立
の
方

（
難
》

法
に
よ
り
、
破
駿
院
の
統
制
に
服
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
違
い
が
生
じ
る
原
因
と
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
に
お
い
て
は
、
越
権
訴
訟
が
違
法
な
行
政
行
為
を
取
り
消
す
唯
一
の
手

段
で
あ
る
た
め
、
非
常
に
広
い
概
念
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
の
に
対
し
、
破
穀
院
に
お
い
て
は
、
違
法
な
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
を
鶴

曙
さ
せ
る
心
理
的
な
原
因
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
裁
判
官
の
よ
う
な
職
権
行
為
（
胃
一
⑰
且
一
色
三
目
毎
）
を
行
う
官
吏
に
つ
い
て
は
、
そ

の
行
為
は
よ
り
大
き
な
適
法
性
の
推
定
を
受
け
、
そ
れ
を
取
り
消
す
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
職
権
の
尊
重
が
、
破
駿
院
の

」
鋤
）

精
神
の
中
に
、
公
権
力
の
表
れ
で
あ
る
行
為
を
取
り
消
す
に
際
し
非
常
に
慎
重
な
傾
向
を
生
み
出
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ワ
リ
ー
ヌ
に
よ
る
検
討
か
ら
、
行
政
官
の
越
権
と
団
体
の
越
権
と
の
類
似
に
関
す
る
重
要
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
結
社
の
懲
戒
機
関
は
一
定
の
処
分
を
下
す
際
に
、
結
社
内
部
の
運
営
上
の
合
目
的
性
の
観
点
か
ら
検
討
・
決

定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
法
へ
の
関
心
は
後
退
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
行
政
官
の
行
動
と
結
社
の
懲
戒
機
関
の
行
動
と

の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
団
体
の
越
権
を
行
政
官
の
越
権
に
接
近
さ
せ
、
結
果
と
し
て
前
者
に
関
す
る
司
法

判
例
を
後
者
に
関
す
る
行
政
判
例
に
接
近
さ
せ
て
い
く
理
由
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
越
権
概
念
の
本
質
第
二
に
、
越
権
概
念
の
本
質
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
ワ
リ
ー

（
印
）

ヌ
は
、
破
駿
院
に
付
託
さ
れ
る
越
権
訴
訟
の
多
く
の
規
定
を
一
七
九
一
年
九
月
一
一
一
日
憲
法
（
第
三
篇
第
五
章
一
一
七
条
）
か
ら
検
討
し
、
さ

《
釦
）

ら
に
破
緊
院
の
判
例
が
条
文
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
〈
ロ
に
も
越
権
訴
訟
を
容
認
し
て
い
る
状
況
を
説
明
し
た
上
で
、
越
権
概
念
の
源

流
が
裁
判
制
度
に
つ
い
て
の
共
和
暦
八
年
風
月
（
ご
ｇ
ｓ
ｍ
①
）
一
一
七
日
法
律
の
中
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
中
で
こ
そ
破
駿
院
に
付
与

さ
れ
た
権
限
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
共
和
暦
八
年
風
月
二
七
日
法
律
八
○
条
に
よ
れ
ば
、
「
政
府
は
、
政
府
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重
点
を
通
じ
か
つ
訴
訟
の
当
事
者
の
権
利
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
'
裁
判
官
が
そ
の
権
限
を
越
え
た
行
為
'
あ
る
い
は
そ
の
職
務
に
関
し

て
犯
し
た
違
法
行
為

(dilits)
を
破
穀
院
予
審
部

(section
dcs
requetes)
に
告
発
す
る
｡
予
審
部
は
'
理
由
が
あ
れ
ば
そ
の
行
為
を

取
り
消
し
'
当
該
裁
判
官
に
対
す
る
弾
劾
陪
審

曾
Ty
d●accusation)
を
執
り
行
う
た
め
に
､
当
該
裁
判
官
を
民
事
部
に
告
発
す
る
｡

‥
-
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
ツ
リ
ー
ヌ
は
'
予
審
部
が
破
穀
院
の
中
で
占
め
て
い
る
特
殊
な
地
位
を
指
摘
す
る
｡
即
ち
'
予
審
部
は

｢ほ
ぼ
意
法
裁
判
所

(C
ourcoコStitutiom
eニe)
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
政
府
の
代
表
者
に
よ
り
'
公
的
利
益
の
下
で
付
託
さ
れ
る
｡

一
八
四

六
年
二
月
二
二
日
の
判
決
が
明
確
な
言
葉
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
そ
れ
は
'
『政
府
に
よ
る

･
公
共
訴
訟

(aclioコ
pub
liq
ue
etg
ou
･

vem
em
enlale)
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
』｡
少
な
く
と
も
'
破
穀
院
に
緒
求
さ
れ
て
い
る
取
消
が
'
権
力
分
立
原
理
の
違
反
'
あ
る

LJ■

い
は
司
法
権
の
組
械
ま
た
は
運
営
の
1
基
本
原
理
の
遵
反
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
は
､
こ
の
こ
と
は
正
し
i
J｡

破
穀
院
の
越
権
訴
訟
に
は
'
私
益
か
ら
区
別
さ
れ
た
公
益
な
い
し

一
般
利
益
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
り
'
そ
の
意
味
で
こ
の
訴
訟

は
'
客
観
訴
訟
の
性
質
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
｡

考
察
の
結
果
と
し
て
､
越
権
取
消
の
役
割
に
つ
い
て
は
次
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
第

一
に
'
｢特
に
重
大
で
あ
り
t
か
つ
'
訴

訟
当
事
者
が
異
議
申
立
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
あ
る
い
は
そ
れ
を
望
ま
な
か
っ
た
違
法
性
を
'
厳
粛
に
指
摘
す
る
｣
こ
と
'
第
二
に
'

｢権
力
分
立
の
恵
法
規
鞄
'
あ
る
い
は
本
来
の
意
味
で
の
意
法
で
な
く
と
も
少
な
く
と
も
公
法
に
屈
す
る
司
法
制
度
の
基
本
原
理
に
対
す

る
違
反
を
や
め
さ
せ
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
'
越
権
訴
訟
を
付
託
さ
れ
る
裁
判
所
は
'
意
法
規
屯
と
公
法
規
範
を
適
用
し
て

ふ
,

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
後
者
の
第
二
点
は
'
越
権
概
念
を
権
力
分
立
原
理
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
メ
ス
ト
ル
の
態
度
を
補
足

的
に
説
明
し
う
る
も
の
と
し
て
重
要
な
考
察
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
実
際
､
ワ
リ
-
ヌ
は
､
裁
判
官
が
権
力
分
立
原
理
に
逮
反
し
越
権

仰

-S.,

t仙J

と
判
断
さ
れ
て
い
る
多
く
の
判
決
を
､
｢司
法
権
と
立
法
権
の
分
立
｣'
｢司
法
権
と
行
政
権
の
分
立
｣'
｢裁
判
所
秩
序
の
侵
審
｣
と
に
分
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類
・
整
理
し
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

③
手
続
上
の
諸
原
則
第
三
に
、
権
力
分
立
原
理
と
と
も
に
越
権
概
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
司
法
制
度
の
基
本
原
理
」
の

考
察
も
ま
た
、
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。
特
に
、
防
禦
権
に
つ
い
て
ワ
リ
ー
ヌ
は
、
「
被
告
な
い
し
被
告
人
の
最
初
の
権
利
は
、

防
禦
の
手
段
を
有
効
に
準
備
し
か
つ
提
示
し
う
る
よ
う
に
、
彼
に
対
し
て
為
さ
れ
た
訴
追
あ
る
い
は
請
求
を
告
知
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」

と
そ
の
概
念
を
説
明
し
た
上
で
、
判
例
上
、
防
禦
権
を
侵
害
し
越
権
の
暇
疵
を
帯
び
る
と
判
断
さ
れ
た
類
型
を
、
事
前
の
召
喚
な
く
着

手
さ
れ
た
訴
追
の
結
果
下
さ
れ
た
判
決
、
聴
聞
さ
れ
る
こ
と
な
く
有
罪
判
決
を
下
し
た
判
決
、
防
禦
が
自
由
に
行
わ
れ
な
い
状
況
が
認

め
ら
れ
る
場
合
、
適
法
な
審
理
が
行
わ
れ
な
い
下
で
、
あ
る
い
は
審
理
が
部
分
的
に
し
か
行
わ
れ
な
い
状
況
で
下
さ
れ
た
判
決
、
裁
判

長
が
被
告
人
の
無
罪
を
証
明
す
る
た
め
の
医
学
鑑
定
の
読
み
上
げ
を
拒
否
し
た
場
合
等
に
整
理
し
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
防
禦
権
に
関
す
る
破
毅
院
の
判
例
は
、
一
八
○
○
年
前
後
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
歴
史
と
数
多
く
の
判
決

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
お
い
て
も
、
防
禦
権
の
保
障
が
長
い
歴
史

一・曲］

を
持
つ
》
」
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
防
禦
権
と
い
う
裁
判
制
度
の
基
本
原
則
を
行
政
裁
判
所
に
拡
張
し
た

「
的
』

の
が
一
九
一
一
一
一
年
六
月
一
一
○
日
の
『
か
Ｑ
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
防
禦
権
の
保
障
が
「
法
の
一
般
原
理
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に

至
る
の
は
一
九
四
四
年
五
月
五
日
の
□
閏
⑰
斤
冒
⑥
『
『
Ｃ
冒
亘
⑰
『
‐
。
『
昌
一
・
『
判
決
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
Ｂ
・
ジ
ャ
ン
ノ
ー
に

（ｍ一一

よ
れ
ば
、
一
九
○
一
一
一
年
六
月
一
九
日
の
円
の
』
Ｃ
＆
Ｃ
三
島
判
決
こ
そ
が
、
防
禦
権
保
障
に
関
す
る
「
判
例
の
長
い
進
化
の
出
発
点
を
示
し
て

い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
破
駿
院
の
判
例
の
方
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
そ
れ
よ
り
古
い
起
源
を
持
つ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
た
だ
、
防
禦
権
は
裁
判
制
度
と
不
可
分
の
も
の
と
も
い
え
る
た
め
、
破
駿
院
判
例
の
蓄
積
は
む
し
ろ
当
然
と
い
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
留
め
置
く
と
し
て
も
、
同
じ
こ
と
は
、
権
限
濫
用
の
統
制
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
ワ
リ
ー
ヌ
は
、
一
八
四
一

年
の
時
点
で
、
「
破
駿
院
は
、
こ
の
時
か
ら
権
限
濫
用
の
概
念
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
れ
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
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に
お
い
て
は
二
○
年
以
上
も
後
に
し
か
現
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
結
社
の
懲
戒
権
に
関
す
る
司
法
裁
判
所
の
判
例
と
行
政
判
例
と
の
接
近
は
、
前
者
が
後
者
の
統
制
手
法
を

一
方
的
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
既
に
一
九
世
紀
を
通
じ
て
破
毅
院
自
ら
が
創
出
・
確
立
し

て
い
っ
た
諸
原
則
を
、
結
社
の
懲
戒
権
に
適
用
し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
司
法
判
例
の
先
行
と
も
い
う
べ

き
現
象
は
、
事
実
の
過
誤
の
統
制
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
う
る
。
コ
ン
セ
イ
ュ
。
デ
タ
が
公
職
に
関
す
る
懲
戒
処
分
の
統
制
に
比
例
性

の
統
制
を
導
入
し
た
の
は
、
一
九
七
八
年
の
判
決
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
メ
ス
ト
ル
の
指
摘

す
る
行
政
官
の
越
権
概
念
と
団
体
の
越
権
概
念
の
比
較
研
究
の
必
要
性
が
減
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
公

的
自
由
の
保
障
に
積
極
的
で
あ
っ
た
傍
ら
で
、
手
続
上
の
重
要
な
原
則
が
破
駿
院
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
、

権
利
保
障
に
お
け
る
破
毅
院
の
重
要
な
役
割
が
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
叩
）
Ｒ
Ｃ
国
Ｃ
：
．
『
一
‐
倉
Ｄ
Ｃ
呂
忌
」
巨
苣
⑤
こ
＆
】
・
戸
⑥
。
・
巳
ま
た
、
「
結
社
の
自
由
」
判
決
に
つ
い
て
は
、
中
村
睦
男
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
裁
判
機
関
へ
の

進
展
」
北
法
一
一
七
巻
三
Ⅱ
四
号
（
一
九
七
七
）
二
六
一
頁
以
下
、
野
村
敬
造
「
第
五
共
和
国
と
結
社
の
自
由
」
金
沢
一
九
巻
一
・
一
一
号
（
一
九
七

三
）
五
七
頁
以
下
、
樋
口
陽
一
『
現
代
民
主
主
義
の
憲
法
思
想
』
（
創
文
社
、
一
九
七
七
）
八
○
頁
以
下
、
和
田
英
夫
『
大
陸
型
違
憲
審
査
制
［
増

補
版
］
』
（
有
斐
閣
一
九
九
四
）
’
二
五
頁
以
下
山
元
一
憲
法
院
の
人
旛
繰
鰯
機
関
へ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
ー
鰭
社
の
自
由
判
決
」
フ

ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
』
（
信
山
社
、
一
一
○
○
一
一
）
一
四
一
頁
以
下
等
参
照
。

（
川
）
Ｃ
腸
⑳
。
Ｑ
こ
・
・
一
貫
一
②
冒
昌
］
＠
己
・
ロ
⑥
三
：
・
藍
、
◎
・
冒
一
・
コ
ぜ
。
二
一
く
①
目
○
・
一
『
』
⑰
急
］
ず
。
冒
：
（
９
局
」
。
。
宛
．
】
し
固
い
』
己
爵
部
⑦
筒
・
で
里
・
・

一
℃
岡
・
脚
・
『
巳
》
□
・
己
己
・
唾
○
三
三
・
豈
臼
・

（
順
）
Ｃ
闘
い
．
Ｑ
ご
・
・
】
一
歳
『
ユ
⑥
『
一
日
＠
》
Ｆ
、
西
日
Ｂ
－
－
ｇ
Ｐ
シ
の
『
Ｃ
Ｉ
Ｑ
号
号
Ｆ
○
『
】
、
三
・
房
⑥
言
⑰
」
⑰
い
⑫
。
⑥
一
⑩
忘
》
一
℃
ｇ
』
一
つ
・

（
川
）
、
勝
、
．
Ｑ
ご
・
・
】
亀
・
畠
。
§
ず
『
⑰
｜
勇
一
・
恩
の
冨
巨
・
・
思
忌
【
昌
一
ｇ
沖
自
や
鳥
⑰
巳
：
『
一
二
ｍ
：
白
目
研
．
Ｐ
－
Ｃ
Ｂ
穆
冨
一
・
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（
、
）
○
・
Ｄ
Ｃ
ヨ
ニ
ｎ
ｏ
己
百
○
一
①
」
臣
二
宕
旨
自
句
」
ｎ
ｍ
ヨ
函
昌
⑥
⑫
三
思
一
ロ
ー
ヨ
島
『
⑰
恥
已
『
】
協
い
些
一
①
旨
。
ご
頁
③
ニ
ニ
臣
邑
目
⑰
ヨ
ヮ
『
⑥
ロ
一
戸
ロ
⑥
畠
⑫
。
。
】
具
－
．
．
．
元
・
『
・
口
・
＆
こ
・
・
』
①
ヨ
四
・
つ
．
］
」
一
・

（
Ｍ
）
○
・
ｍ
ｏ
巨
切
】
】
ｚ
ｃ
訂
、
◎
局
Ｑ
ご
ｊ
』
ｑ
〕
凹
壺
○
日
。
宮
⑥
］
迫
函
】
・
国
、
号
冒
Ｓ
ｏ
・
思
忌
『
恩
】
。
■
守
自
や
畠
⑫
①
烏
ず
『
三
ｍ
③
③
一
豊
営
．
⑤
、
。
□
．
。
】
□
愚
・
］
望
》
○
・
⑫
◎
扇
】
・
Ｐ
⑪

す
：
二
．
目
③
目
⑰
三
：
⑫
閉
８
⑤
』
農
◎
局
・
い
⑩
目
⑰
臼
．
．
Ｆ
『
■
③
ロ
忌
函
・
】
＠
置
》
弓
・
］
ｇ
‐
ご
］
》
○
・
ｍ
。
Ｅ
】
・
Ｐ
⑰
凹
圏
⑫
。
○
一
貫
一
目
、
．
□
巴
一
．
凶
・
】
し
爵
．
□
・
己
切
⑰
（
⑫
．

（
川
）
の
．
塵
○
房
一
・
ｚ
ｏ
－
⑥
８
房
Ｑ
ご
・
》
』
笥
凹
凹
亜
Ｃ
昌
。
ご
『
③
Ｓ
巴
卸
。
ご
・
。
』
（
・

（
凶
）
モ
ラ
ン
ジ
ュ
も
、
司
法
統
制
の
強
度
と
し
て
取
梢
訴
訟
と
賠
償
訴
訟
の
説
明
を
し
た
後
で
、
本
判
決
を
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
本

文
の
よ
う
に
判
例
の
傾
向
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
』
・
三
○
『
目
、
⑥
ｂ
且
當
二
⑰
一
一
三
．
ヨ
ョ
：
二
一
言
患
い
冒
昌
倉
⑰
⑫
．

←
：
二
・
司
ご
Ｅ
：
国
巨
、
目
①
昌
禽
甸
己
・
田
．
．
］
ｂ
ｂ
『
・
ロ
・
眉
ｂ
・
さ
ら
に
、
「
援
用
さ
れ
た
非
違
行
為
の
統
制
」
と
い
う
「
観
念
は
、
賛
同
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
十
分
に
拡
張
さ
れ
た
司
法
審
査
は
、
差
別
や
解
釈
の
誤
り
を
避
け
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
田
・
ど
釣
‐

已
巨
】
弓
：
二
・
‐
宛
【
、
『
呂
昌
一
一
Ｐ
Ｚ
ｏ
誘
い
◎
后
Ｑ
ご
・
・
］
一
歳
ご
ュ
①
『
］
＆
Ｐ
Ｆ
③
国
四
目
一
』
①
：
・
鷺
『
。
‐
Ｑ
号
。
⑰
Ｆ
Ｃ
１
⑰
三
・
口
．
］
＆
押
冒
［
国
ロ
・
・
⑫
台
、
ま
た
、

比
較
的
早
い
時
期
に
、
事
実
の
過
誤
の
統
制
に
ま
で
及
ぶ
「
完
全
な
統
制
樋
」
を
認
め
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、
シ
・
尿
逼
①
こ
・

西
副
島
⑰
烏
一
“
○
愚
閉
口
鴬
】
Ｆ
⑰
ご
◎
皀
。
冒
昌
⑫
Ｃ
ｓ
一
目
畠
『
③
二
日
扇
一
⑤
⑫
旨
扇
二
百
三
．
目
ご
『
一
急
⑰
ｍ
・
望
『
⑰
夢
］
＠
葛
》
で
．
余
函
．

（
、
）
既
判
力
に
つ
い
て
の
憲
法
院
判
決
及
び
そ
れ
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
・
悪
く
◎
『
２
．
Ｆ
⑥
』
『
○
二
ｓ
鳥
昏
昌
Ｃ
目
⑰
一
」
目
⑫
ロ
『
己
８
二
③
←
刃
・
ロ
・
Ｐ
｜
＠
圏

己
。
（
眉
⑰
百
・
矢
島
基
美
「
懲
法
院
判
決
の
既
判
力
１
１
農
業
指
針
法
一
Ｃ
己
ｄ
『
』
⑰
三
豊
◎
息
四
一
８
－
⑰
事
件
」
フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
（
、
）

三
九
一
頁
以
下
等
参
照
。
判
決
の
既
判
力
な
い
し
拘
束
力
は
、
憲
法
院
と
司
法
裁
判
所
・
行
政
裁
判
所
と
の
関
係
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
・
Ｅ
Ｃ
裁
判
所
と
フ
ラ
ン
ス
国
内
裁
判
所
と
の
関
係
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
］
・
幻
・
己
⑰
三
一
。
‐
胃
７

日
目
Ｐ
巳
⑲
ご
◎
旨
邑
ｃ
皀
烏
い
ざ
邑
巳
Ｓ
冨
二
臣
ご
二
宮
Ｃ
ｓ
③
二
『
豊
『
。
『
一
念
二
⑰
号
。
⑫
⑥
」
皀
恩
⑰
二
目
、
｜
①
晩
国
で
ご
◎
二
画
二
宮
］
臣
、
①
己
冒
】
三
⑫
可
昌
罵
豊
⑥
ｏ
一
⑥
］
色
、
①
］
巨
昌
⑤
旨
冨
③
図
一
③

ｎ
ｏ
扇
⑰
一
］
８
冨
昏
量
◎
目
⑰
一
⑰
二
麺
、
目
『
二
⑥
］
陽
昏
①
』
研
○
目
目
自
国
皀
勝
団
員
Ｃ
蔦
⑰
冒
搦
”
・
ロ
詞
・
】
富
む
．
ご
・
。
』
：
｛
碑
ま
た
、
三
⑩
一
目
、
①
⑫
①
二
三
○
目
⑰
昌

旦
⑰
○
鷲
且
ｎ
ｏ
息
Ｐ
ｍ
ｎ
Ｃ
ｚ
Ｃ
菖
Ｏ
シ
い
ｇ
一
所
収
の
×
・
宅
忌
ｓ
（
Ｆ
⑰
ｏ
目
駕
一
一
ｓ
目
三
目
◎
目
⑰
一
・
一
ｍ
ｎ
．
臣
『
２
『
◎
息
⑰
目
且
⑥
唾
目
画
す
。
宮
『
、
③
こ
①
明
邑
亘
昌
・
冨

一
摘
匡
農
ご
③
酌
・
己
・
巴
。
⑥
（
⑫
．
》
］
・
・
拘
り
ｃ
輿
斜
Ｆ
ｍ
Ｏ
Ｃ
三
○
昌
目
目
『
◎
扇
①
目
⑥
二
⑥
い
」
『
ｏ
房
」
③
凄
冒
目
：
二
②
Ｄ
Ｃ
扇
言
邑
自
竺
⑰
盲
田
『
目
８
．
句
・
量
］
①
百
・
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（
唾
）
Ｆ
・
甸
豊
。
『
⑤
巨
・
Ｆ
ｍ
ｏ
Ｃ
昌
旦
⑰
目
閉
臼
一
．
二
一
③
○
．
目
①
－
－
８
冨
三
昌
一
。
■
■
①
｜
⑥
二
一
ｍ
三
Ｃ
一
①
つ
○
号
一
四
ｎ
ｏ
冨
（
一
言
一
一
。
Ｐ

（
噸
）
ｚ
・
三
．
一
冒
巴
⑫
．
Ｆ
①
８
局
⑥
』
］
８
局
葺
昌
Ｃ
目
⑤
一
⑤
二
⑤
ロ
『
。
－
ｓ
『
弓
⑥
．
Ｆ
０
口
』
・
・
一
℃
＆
・
モ
ル
フ
エ
シ
は
、

角
忌
ご
⑥
旦
負
官
８
房
＆
］
８
己
凰
目
旨
目
の
一
可
自
③
鳥
已
・
具
‐
一
一
§
畳
で
⑯
『
目
８
コ
目
一
碗
二
⑰
一
陣
Ｄ
・
目
の
§
獄
⑰
目
⑰
；
目
）
旨
烏
三
・
コ
目
の
ロ
・
己
・
＆
：
一
ｍ
・

さ
ら
に
、
蛯
原
健
介
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
に
お
け
る
憲
法
院
判
例
の
影
響
（
１
）
（
２
．
壱
」
立
命
一
一
六
三
号
（
一
九
九
九
）
一
四
八
頁
以
下
、

一
一
六
四
号
（
一
九
九
九
）
一
一
一
一
頁
以
下
、
大
藤
紀
子
「
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
○
・
冨
凰
一
二
一
田
貫
の
判
例
変
更
に
つ
い
て
」
｜
橘
研
究
一
七

巻
四
号
（
一
九
九
三
）
厨
「
規
範
内
鬮
の
『
窺
鱒
違
反
』
ｌ
サ
ラ
ン
（
…
）
事
件
判
決
（
。
；
縢
昌
さ
』
・
湯
）
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
二
三
号
（
二
○
。
こ
）
六
七
頁
以
下
同
「
変
容
す
る
法
の
『
支
配
』
ｌ
フ
ラ
ン
ス
を
例
に
ｌ
」
憲
法
理
論

研
究
会
編
『
法
の
支
配
の
現
代
的
課
題
』
（
散
文
堂
二
○
。
｜
｜
）
三
七
頁
以
下
．
同
「
フ
ラ
ン
ス
法
秩
序
と
条
約
ｌ
欧
州
の
法
と
国
内
法
と
の

『
調
整
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
中
村
睦
男
他
編
『
欧
州
統
合
と
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
変
容
』
宥
斐
関
二
○
○
三
）
一
四
○
貫
以
下
水
林
真
紀
「
人

権
曝
障
の
《
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
》
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
鬮
内
裁
判
所
の
対
応
－
－
判
例
の
対
立
か
鬮
鯛
か
ｌ
』
大
木
鱸
夫
先
生
古
稀
記
念
『
比
較

法
学
の
課
題
と
属
望
』
（
償
山
社
二
○
○
二
）
三
一
三
頁
以
下
癒
露
正
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
法
と
国
内
法
ｌ
条
約
と
法
徽
を
中
心
と

し
て
」
上
法
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
八
）
三
九
頁
以
下
、
建
石
真
公
子
「
『
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
原
則
』
の
裁
判
的
保
障
（
１
）
」
名
法
一
五

一
号
（
一
九
九
三
）
二
一
一
九
頁
以
下
、
同
「
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
幡
規
寧
』
の
確
立
に
お
け
る
主
梅
と
入
梅
－
－
フ
ラ
ン
ス
の
出
入
国
管
理
（
退
去
強

制
）
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
八
条
『
私
生
活
お
よ
び
家
族
生
活
の
尊
重
の
権
利
』
に
つ
い
て
－
－
Ｊ
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
国
際
化
の
な
か

の
分
権
と
統
合
』
（
敏
文
賞
一
九
九
八
）
一
五
五
賞
以
下
．
同
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
權
裁
判
所
の
条
約
の
解
釈
と
園
内
裁
判
所
ｌ
フ
ラ
ン
ス
行
政

議
判
所
に
お
け
る
外
鬮
人
の
適
放
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
露
三
条
・
露
八
条
に
つ
い
て
ｌ
」
愛
知
学
泉
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策
学
部
紀
震

一
号
（
一
九
九
九
）
一
三
一
一
一
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
人
権
条
約
の
適
用
と
解
釈
」
国
際
人
権
一
一
号
（
二
○
○
○
）
、
同

「
非
キ
リ
ス
ト
教
移
民
の
総
合
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
人
鰭
霞
ｌ
国
民
国
家
に
お
け
る
人
権
の
『
普
遍
性
』
再
考
」
麓
法
闘
題
一
三
号
（
二
○
○

三
四
九
頁
以
下
等
参
照
。

ｐ
・
］
垣
承
．
Ｃ
旨
◎
戸
・
己
』
Ｓ
・

「
私
法
の
裁
判
所
の
判
決
が
憲
法
判
例
と
一



琉大法学第71号(2004）2７

￣、戸、戸へ〆へ〆へ

'３０１２，１ユＨＩＺ７１Ｚ【Ｄ
、－'ﾐーグ、￣〆、￣、￣

－、戸、

ｌＺＳＩ２４
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ｚ
・
亘
。
－
諒
陽
－
，
．
Ｆ
⑥
８
畠
⑥
－
－
８
コ
昌
冒
二
．
琶
昂
】
①
二
①
島
。
】
（
官
】
怠
画
。
ご
・
＆
（
ｊ
ロ
・
四
ｓ
’

三
・
三
．
一
爵
昌
⑫
．
Ｆ
⑩
８
息
⑰
－
－
８
局
言
三
．
目
⑰
一
旦
一
⑰
島
ｏ
－
ｓ
１
急
．
。
ご
・
且
｛
・
右
・
山
ｓ
・
破
穀
申
立
が
憲
法
院
の
判
決
を
援
用
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
破
頚
申
立
人
が
自
ら
の
法
律
解
釈
を
強
化
す
る
た
め
（
五
一
○
頁
）
、
あ
る
い
は
憲
法
規
定
の
解
釈
を
正
当
化
す
る
た
め
で
あ
っ
て
（
五
一

二
頁
）
、
判
決
の
既
判
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

ｚ
・
三
○
一
瀞
路
厨
Ｆ
①
８
冒
③
－
－
８
局
〔
旨
二
○
回
ロ
⑰
一
⑰
二
⑰
。
『
○
一
一
ロ
ー
急
。
。
□
・
臼
一
・
】
ロ
・
山
一
一
・

ｚ
・
三
．
］
諒
賜
】
⑫
．
Ｆ
⑰
８
已
圏
－
８
己
呂
冒
三
○
目
⑰
】
①
二
③
＆
○
一
ｓ
二
急
・
８
．
．
－
（
・
》
ｇ
・
吻
扇
‐
出
色

ｚ
・
ア
』
。
－
瀞
患
房
。
Ｆ
⑰
８
局
⑥
－
－
８
口
寓
言
三
。
ヨ
ョ
③
一
⑥
二
⑰
二
『
○
一
再
ご
『
】
怠
》
：
．
。
】
（
．
》
弓
・
出
◎
‐
笛
、
．

□
腎
国
。
■
■
．
『
』
‐
ム
ニ
ロ
ロ
ニ
Ｅ
］
ロ
」
昌
］
］
輿
］
ｂ
ヨ
］
“
◎
己
・
◎
写
・

少
・
‐
ｍ
・
臣
§
寺
⑥
１
鼻
○
蔑
三
・
『
『
目
、
一
①
ラ
｛
・
目
言
伊
Ｄ
Ｂ
】
亘
③
：
§
昌
昌
◎
葛
・
祠
己
・
『
．
．
］
し
①
Ｐ
で
』
霞
こ
れ
よ
り
前
に
既
に
同
様
の
指
摘
を
行
っ

て
い
た
も
の
と
し
て
、
Ｆ
・
冒
○
冒
己
・
巨
二
８
１
⑥
」
⑰
－
，
勺
⑥
】
函
。
自
昌
憲
目
ｓ
巴
：
（
晩
自
騨
弓
冒
昌
自
目
』
『
Ｃ
三
蔚
皀
つ
農
・
山
：
色
’
（
・
貝
Ｆ
・
・
ｐ
』
．

致
す
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
は
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
受
容
を
結
論
づ
け
る
に
は
十
分
で
は
な
い
」
（
五
○
四
頁
）
と
述
べ
た
上
で
、
司
法
裁
判
所

に
よ
る
憲
法
院
判
決
の
受
容
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
要
素
と
し
て
、
憲
法
院
判
決
の
参
照
、
論
告
担
当
官
の
論
告
に
お
け
る
憲
法
院

判
決
の
援
用
、
司
法
判
例
に
お
け
る
憲
法
規
範
の
援
用
、
司
法
裁
判
所
の
法
解
釈
に
お
け
る
憲
法
院
に
よ
る
解
釈
制
限
（
一
畷
忌
⑫
⑪
。
⑰
２
－
百
行
管
，

甦
昌
目
）
の
借
用
等
を
挙
げ
て
い
る
（
五
○
五
頁
）
。
モ
ル
フ
ェ
シ
の
見
解
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
姥
原
健
介
「
破
段
院
に
お
け
る
憲
法
院
判

鰯
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
’
二
コ
｜
フ
・
モ
ル
フ
ェ
シ
に
よ
る
批
判
的
検
討
」
明
学
七
二
号
（
二
○
○
一
）
二
三
一
貫
以
下
参
照
．
と
こ
ろ
で
．
ド

イ
ツ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
決
定
の
「
受
容
れ
」
の
問
題
は
、
一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
六
年
に
か
け
て
頂
点
に
達
し
た
と
さ
れ
る
連

邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
非
難
を
背
景
に
、
国
民
な
い
し
世
論
に
よ
る
受
容
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し

て
ユ
ッ
タ
・
リ
ン
バ
ッ
ハ
、
青
柳
幸
一
・
蘂
嬢
露
夫
訳
『
鬮
民
の
名
に
お
い
て
ｌ
蕊
判
官
の
鳳
務
倫
壜
』
（
風
行
社
二
○
○
一
）
七
四
頁
以

て
、
ユ
ヅ
」

下
等
参
照
。
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一
℃
』
←
・
口
・
田
中
シ
・
霞
⑰
⑫
百
Ｐ
ｚ
Ｃ
（
⑰
ｍ
Ｃ
冨
曰
二
ヶ
戸
邑
昌
。
ご
邑
烏
盲
切
⑥
旨
ｎ
・
］
か
穂
『
『
一
⑥
『
一
℃
凶
○
三
①
⑫
昌
一
。
、
邑
回
＆
８
三
⑥
一
“
ず
Ｃ
Ｅ
Ｃ
冨
二
①
８
，
８
四
】
⑫
．
一
日
①
。
』
』
こ

い
。
・
、
◎
扇
】
・
←
⑥
画
陽
画
◎
凰
輿
－
．
コ
⑫
》
。
ご
・
＆
｛
ｊ
ご
・
一
回
ゴ
・

（
、
）
Ｆ
・
巨
一
⑥
ゴ
◎
臣
一
Ｆ
四
写
３
号
』
①
｜
酌
で
⑰
厨
◎
目
昌
嚴
目
白
畠
①
①
一
ｍ
ｇ
、
弓
二
○
異
一
目
豊
島
○
一
一
酌
●
目
⑥
菖
画
・
｛
・
Ｐ
８
．
。
－
一
・
》
百
・
凶
・

（
、
）
Ｆ
・
言
】
号
◎
臣
Ｐ
Ｆ
ｍ
弓
３
二
⑰
二
○
一
ｍ
ロ
⑰
『
画
。
月
旦
巖
ョ
。
『
＆
⑥
⑥
一
画
◎
ョ
煙
弓
一
言
昌
一
目
色
巨
昌
。
】
（
辱
自
や
昌
⑫
．
一
・
円
◎
口
・
呉
・
・
ロ
・
］
・

（
、
）
］
・
亘
。
『
目
、
③
．
Ｆ
島
す
①
愚
。
雪
§
。
◎
菖
○
冒
且
『
○
一
ｓ
量
】
ｏ
沖
自
彊
一
ｍ
・
宛
己
・
詞
．
」
し
ゴ
・
ロ
・
凹
痘
。
た
だ
、
結
社
内
部
の
伝
統
、
慣
習
、
精
神
を
探
る
と

い
う
こ
と
と
、
構
成
員
の
共
通
の
意
思
を
探
る
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
Ａ
・
レ
ガ
ル
と
Ｊ
・
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
ラ
・

グ
ル
ッ
セ
イ
ユ
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
「
規
約
は
、
法
律
や
行
政
規
則
の
場
合
と
同
じ
や
り
方
で
解
釈
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
当
事
者
す
な
わ
ち
全
て
の
構
成
員
の
共
通
の
意
思
を
探
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
総
会
を
規
約

の
修
正
へ
と
至
ら
せ
た
状
況
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
設
立
者
や
総
会
が
規
約
を
作
成
し
た
際
の
精
神
を
探
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
な
ぜ
な
ら

ば
、
構
成
員
は
そ
の
起
草
に
個
人
的
に
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、
結
社
へ
の
加
入
の
際
に
規
約
に
同
意
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
シ
・
尿
彊
一
色

」
・
国
乱
昏
⑥
」
①
盲
９
句
陽
昌
⑥
．
Ｆ
⑰
ロ
◎
三
Ｃ
百
二
一
ｍ
⑥
ｓ
一
目
目
③
二
目
⑫
一
⑥
⑫
旨
豐
（
且
◎
扇
で
１
急
⑰
い
》
８
．
。
｝
一
・
百
℃
・
孕
引
・

（
四
）
シ
・
Ｐ
僑
已
⑰
二
・
国
忌
弓
③
二
⑥
一
ｍ
ｏ
局
麗
昌
Ｐ
Ｆ
：
◎
亘
ｃ
一
『
二
一
ｍ
§
一
冨
冨
二
日
届
一
⑥
⑫
冒
冒
畳
Ｃ
冨
冒
急
①
、
．
。
ｐ
・
・
一
｛
・
・
己
・
合
】
・
具
体
的
に
は
、
①
当
該
規
範

が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
強
制
的
な
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
構
成
員
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
、
②
規
約
上
規
定
さ
れ
た
制
裁
が
適
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
規
約
上
の
手
続
規
定
が
防
禦
の
自
由
と
い
う
高
次
の
原
理
に
違
反
し
て

い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
適
用
さ
れ
た
規
定
が
制
度
の
「
憲
法
」
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
審
査
で
あ
る
。

（
厩
）
シ
・
Ｆ
⑩
、
皇
①
こ
・
国
忌
二
①
烏
旨
⑦
忌
路
畠
①
。
Ｆ
⑥
ロ
。
臣
ご
◎
】
『
＆
沼
ご
一
曰
目
句
二
目
画
一
鴎
冒
⑫
曼
巨
】
◎
目
で
国
忌
⑰
⑫
。
◎
百
・
ｓ
一
Ｊ
己
．
」
己
．

（
皿
）
少
．
Ｐ
僑
巳
⑰
こ
・
国
忌
ｓ
⑰
ロ
①
］
岱
○
忌
留
亀
⑤
。
Ｆ
⑤
己
◎
臣
ご
ｇ
『
三
思
ご
一
言
里
『
⑰
冒
息
｝
⑰
ｍ
言
い
昏
昌
】
Ｃ
冨
宮
】
急
の
ｍ
・
◎
百
・
Ｃ
一
一
・
・
℃
・
一
三
・

（
、
）
シ
・
Ｐ
の
、
堅
⑥
こ
・
国
忌
昏
⑰
烏
］
②
。
忌
麗
色
罠
⑥
。
Ｆ
⑥
己
。
■
ご
◎
一
『
二
一
ｍ
。
ご
一
冒
巴
『
⑰
冒
冨
一
⑥
、
】
扇
一
言
己
。
目
．
冨
一
急
⑰
、
．
。
ロ
．
。
』
（
・
〕
ロ
・
ヘ
ヨ
・

（
岬
）
」
・
国
忌
昏
⑥
二
⑥
一
種
②
『
９
ｍ
畠
⑥
薄
Ｚ
。
（
⑰
⑫
◎
扇
『
『
一
言
二
己
。
三
］
。
③
一
凸
凹
⑤
言
Ｐ
】
し
穂
ご
・
』
Ｃ
３
．
』
。
『
鴨
●
・
思
念
『
昌
自
司
国
旨
や
豊
⑫
①
二
①
幻
信
ず
雲
】
・
Ｄ
Ｐ
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一
℃
巴
・
岬
』
ｓ
Ｓ
．
、
屍
シ
・
Ｐ
⑱
、
堅
、
こ
・
国
『
竺
言
』
⑥
｜
僅
○
『
⑰
閉
昌
⑰
。
Ｆ
③
で
◎
三
．
一
『
ｓ
恩
ご
一
冒
凰
『
⑩
」
目
晩
一
腐
言
昌
巨
二
○
易
マ
ユ
急
＆
。
。
ご
・
呉
・
・
ご
’
山
Ｂ
》
ｒ

三
一
号
Ｃ
員
巨
弓
８
１
，
号
－
９
：
。
：
笙
忌
ョ
。
且
：
扇
自
画
弓
胃
昌
自
昌
昌
○
一
『
冨
肩
鳥
．
一
・
Ｆ
・
己
・
昌
・
・
ロ
・
』
②
．
ま
た
、
裁
判
所
は
「
控
訴
裁
判

官
」
で
は
な
く
「
越
権
裁
判
官
」
で
あ
る
と
す
る
Ａ
・
メ
ス
ト
ル
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
後
述
参
照
。

丙
・
国
ユ
ロ
訂
ト
ン
閉
Ｃ
ｇ
Ｂ
－
Ｃ
扇
⑥
（
ぬ
望
己
ｓ
⑤
囚
虜
⑫
。
⑱
二
・
・
口
（
⑰
Ｐ
〕
し
鯨
９
つ
・
凶
山
ａ
，

］
・
ェ
巨
函
肩
一
・
口
目
『
・
－
ｓ
・
昌
一
③
閻
溺
・
凰
昌
・
畠
』
一
③
×
。
旨
『
目
目
⑰
一
⑥
冨
己
⑤
己
宮
劇
・
『
ラ
§
・
亘
。
ご
》
一
Ｂ
Ｃ
・
己
・
己
］
・

結
社
の
懲
戒
機
関
を
一
審
裁
判
官
と
し
て
見
る
ぺ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
は
、
「
控
訴
権
の
執
行
停
止
効
果
」
な
い
し
結
社
の
自
律
性
だ
け
を
根

拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
国
家
の
権
限
に
の
み
属
す
る
の
で
あ
り
、
結
社
の
処
分
は
判
決
な
ど
で
は
な
く
民
事
上
の
行
為
に
す
ぎ
な
い

と
す
る
点
も
挙
げ
て
い
る
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
の
点
、
結
社
の
懲
戒
処
分
が
「
最
終
的
（
功
目
：
弓
⑤
一
）
」
な
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
す
る

判
決
も
あ
る
。
ロ
ゴ
冨
量
ロ
⑰
一
切
碗
、
旨
⑰
‐
冒
諒
ュ
の
盲
Ｐ
一
男
二
二
℃
目
．
。
…
ｐ
い
⑰
望
⑰
『
⑰
一
画
目
研
・
ロ
・
一
旨
目
』
量
・
こ
の
表
現
が
、
裁
判
所
に
よ
る
控

訴
裁
判
官
官
、
⑥
烏
弓
⑰
｜
）
と
し
て
の
結
社
へ
の
介
入
を
意
味
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
深
刻
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き

検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
幻
・
因
呂
忌
員
Ｚ
。
［
２
．
息
『
ユ
ヮ
目
巴
二
⑰
一
息
⑰
旨
？
冒
図
目
『
Ｐ
台
ご
『
一
一
］
□
目
・
ロ
・
］
旨
冒
・
一
三
》
三
・
○
息
二
Ｐ
Ｆ
③
壱
。
三
．
扇

■

』
⑥
一
一
陽
ｇ
Ｄ
－
Ｂ
－
ｏ
ご
ぃ
臣
『
⑫
隅
ョ
⑰
ヨ
ワ
『
鴎
．
。
『
ず
勝
Ｐ
勺
自
戸
一
℃
四
］
・
つ
・
】
②
凶
⑥
一
ｍ
．
》
』
・
田
巨
、
巨
巴
ｕ
Ｏ
巨
口
『
。
】
（
ロ
○
二
『
一
⑰
⑫
農
８
⑰
一
日
－
．
房
」
→
⑰
×
。
－
臣
『
⑥
巨
邑
』
⑥
一
⑥
昌
唖

『
ヨ
⑰
】
ゴ
ヮ
『
⑰
ｍ
ｕ
ｏ
ロ
。
。
胃
・
辺
つ
・
］
Ｃ
つ
⑥
『
い
、

」
三
．
『
自
鴨
・
房
画
一
一
ケ
⑥
ユ
⑰
二
一
陽
８
塁
臼
ご
己
⑥
ニ
ユ
『
○
一
（
已
匡
ご
ニ
◎
酢
四
口
○
堅
⑫
．
。
ご
・
○
一
戸
．
》
己
．
』
一
山
・

も
つ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
条
項
を
無
効
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
①
公
序
違
反
以
外
に
も
、
②
民
事
訴
訟
法
典
一
○
○
六
条
が
無
効
と
す
る
「
仲

裁
条
項
（
。
］
自
切
①
８
ヨ
ロ
『
ご
ヨ
ー
思
昌
『
⑰
）
」
に
該
当
す
る
と
す
る
指
摘
も
為
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
・
富
】
号
・
巳
・
巨
弓
８
１
２
⑰
一
：
⑰
】
曽
昌
島
犀
ョ
。
且
：
百
○
二

畳
ご
｜
】
ｏ
農
ｇ
ｇ
ｓ
ｏ
－
『
耳
目
や
鳥
達
（
・
Ｐ
目
・
●
芦
》
己
・
蹟
》
曰
・
Ｑ
ｇ
①
Ｆ
宮
⑫
勝
８
。
】
島
。
冒
目
句
○
冒
已
⑰
旨
⑥
言
い
百
畳
烏
⑤
ご
ニ
ユ
ニ
Ｐ
局
．
一
・
一
・
で
画
１
，
．

三
ｍ
『
ロ
ゴ
区
⑰
｛
国
一
一
一
曲
己
や
Ｓ
Ｓ
》
己
．
］
◎
］
》
三
・
○
息
ユ
Ｐ
Ｆ
⑰
⑫
己
。
■
ご
◎
一
『
唖
烏
一
一
隠
呂
＆
昌
一
Ｃ
与
旨
『
い
⑥
②
目
⑥
ヨ
ヮ
『
９
．
．
℃
・
○
一
一
・
》
ご
己
・
一
切
Ｃ
Ｏ
｝
①
』
》
丙
・
Ｐ
⑰
冒
閏
ｏ
云
自
已
暫

肩
⑫
『
②
ｇ
ｏ
１
Ｅ
ｎ
ｌ
－
農
８
．
菖
呂
豊
図
思
い
目
§
ず
『
⑰
⑰
．
『
『
扉
⑫
⑥
・
勺
目
、
．
】
・
巳
も
．
。
『
・
ま
た
、
Ｌ
・
ミ
シ
ュ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
条
項
が
「
敬
意
規
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（
剛
）
シ
・
【
Ｎ
⑩
陀
巴
里
］
・
国
『
竺
云
⑰
』
⑰
一
瞬
○
認
閉
口
望
⑰

定
（
。
－
，
房
、
且
一
ラ
。
弓
⑰
ｇ
」
の
価
値
し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
Ｆ
言
ｇ
ｏ
目
・
Ｐ
昌
冤
・
『
一
旦
⑥
］
：
⑥
『
８
自
皀
愚
目
。
『
巴
：
宮
Ｃ
量
で
‐

で
一
一
Ｃ
畳
Ｃ
ご
自
二
『
Ｃ
一
｛
可
９
忽
一
⑫
．
『
・
ロ
。
ｐ
島
’
宮
以
・
弓
皀
⑥
（
口
）
・
ま
た
、
田
．
Ｏ
一
目
⑰
一
・
伊
⑰
⑫
勝
旨
・
一
農
◎
畠
Ｅ
ｐ
Ｃ
冒
已
⑰
旨
⑥
言
い
目
一
旨
：
ご
貝
菖
Ｐ
Ｅ
⑰
．

（
・
］
．
ｇ
・
島
．
．
ご
・
ご
］
・
参
照
。

（
ｗ
）
こ
の
点
で
、
「
意
思
自
治
は
、
懲
戒
権
に
対
す
る
司
法
統
制
の
事
前
放
棄
を
為
し
得
な
い
」
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
田
・
シ
ー
｛
自
冒
１
⑰
一
三
・
』
⑰
昌
一
旨

◎
言
・
両
⑥
ご
・
三
ョ
・
号
８
ョ
ｊ
一
ｓ
Ｐ
『
歌
・

（
峠
）
シ
・
‐
由
・
言
①
愚
烹
『
蔦
。
寓
三
・
田
【
目
、
一
⑥
『
冨
穴
昌
貝
Ｃ
『
。
】
己
⑥
：
腸
Ｃ
Ｄ
｜
良
一
Ｃ
鼠
。
ご
・
・
戸
も
．
－
℃
一
も
、
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
］
且
『
畠
呂
吊
８
頁
醐

旨
『
菖
昌
Ｃ
目
⑥
一
）
」
の
問
題
と
し
て
こ
の
点
を
扱
っ
て
い
る
。

、
）
Ｒ
・
ル
マ
ル
シ
ャ
ン
は
、
横
成
員
の
加
入
の
自
由
な
い
し
加
入
し
続
け
る
自
由
が
、
退
会
の
自
由
と
同
様
に
公
序
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら
の
自
由

を
あ
ら
か
じ
め
放
棄
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
結
社
の
自
由
の
尊
重
は
確
保
さ
れ
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
宛
．
Ｆ
§
臼
。
冨
員

岸
⑥
⑫
国
已
で
ｏ
ユ
駒
鳥
一
一
鴎
⑫
Ｃ
凰
筥
さ
。
豊
恩
瀞
⑫
ョ
⑰
ヨ
ゲ
『
図
》
。
ご
・
且
｛
ｊ
で
。
］
『
函
・

命
）
こ
れ
に
対
し
、
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
非
違
行
為
の
結
果
と
し
て
制
裁
を
課
す
決
定
の
み
で
あ
っ
て
、
規
約
の
条
項
自
体
は
依
然
有
効
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
シ
・
｛
し
摘
昌
⑩
亘
・
国
『
豊
因
、
旨
。
『
⑪
鶴
亀
③
．
Ｆ
ｎ
で
。
三
Ｃ
一
『
＆
、
§
冒
皀
『
①
烏
昌
一
⑰
、
富
（
冒
二
Ｃ
忌
冒
急
。
⑫
．
。
で
．

。
｝
【
・
・
弓
・
］
ｃ
い
‐
〕
＆
巴
弓
・
へ
雷
上
宝
・

（
柵
）
少
・
←
⑩
、
巳
⑰
こ
・
面
『
⑯
二
⑰
。
⑰
｜
田
。
『
⑥
閉
昌
Ｐ
Ｆ
⑰
で
。
こ
く
○
一
『
＆
⑫
。
ご
一
言
皇
『
⑤
二
ｍ
扇
一
⑰
、
ヨ
農
皀
写
◎
。
⑫
ロ
ユ
ご
⑩
⑪
、
。
◎
己
．
⑥
一
一
・
》
ご
・
い
つ
②
．

（
ｗ
）
］
・
国
『
⑩
弓
⑰
烏
Ｆ
②
○
『
⑰
留
呈
Ｐ
ｚ
Ｃ
怠
呂
扇
曰
ゴ
冨
冒
－
，
－
ぐ
一
一
二
⑰
一
画
⑫
⑰
ヨ
⑥
．
－
し
示
ご
・
一
℃
ご
》
Ｃ
で
。
◎
戸
》
シ
・
‐
吻
・
三
ｍ
⑫
Ｃ
言
『
】
鳥
。
魚
二
・
『
『
ｇ
ｍ
－
輿
三
・
六
二
三
【

。
『
・
一
己
⑰
：
鴎
。
＆
畠
目
、
．
：
・
・
戸
七
・
一
℃
ｕ
・
他
方
、
規
約
上
非
違
行
為
と
制
裁
と
の
相
関
的
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
裁
判
官
は
、
同

様
の
統
制
を
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
と
し
て
、
同
シ
」
四
旨
一
宮
：
二
・
‐
祠
【
画
『
呂
昌
一
一
Ｐ
Ｚ
Ｃ
｛
。
８
房
Ｑ
ご
・
・
］
←
尊
『
】
⑰
『
］
目
Ｐ
８
．
⑤
一
一
・

参
照
。

Ｆ
⑥
で
○
房
）
○
一
『
二
一
ｍ
○
一
つ
一
三
皇
『
ｎ
・
目
画
一
⑥
⑫
ヨ
昌
亘
二
。
。
⑪
ロ
『
一
急
⑥
い
》
ｃ
己
．
。
】
一
・
・
弓
・
台
函
上
己
・

■
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シ
・
‐
⑫
．
ご
厨
。
旨
『
』
烏
○
厩
冨
・
詞
『
目
四
，
一
三
・
六
ニ
ラ
旨
□
『
Ｂ
［
二
冊
四
場
ｏ
Ｂ
Ｅ
一
○
コ
練
◎
で
・
昌
・
・
己
．
－
℃
い
・

シ
・
Ｐ
⑱
、
匙
⑥
こ
・
因
『
⑱
二
⑥
号
一
ｍ
。
『
⑤
腸
畠
⑥
。
Ｆ
③
ご
Ｃ
臣
ご
◎
一
『
二
ｍ
○
一
つ
一
弓
筥
『
⑰
忌
易
一
隅
ヨ
豊
［
巨
二
Ｃ
冨
已
ユ
急
⑰
、
．
◎
で
．
。
】
〔
・
辿
已
・
←
Ｓ
・

同
様
に
、
精
神
的
利
益
と
金
銭
的
利
益
と
の
区
別
と
い
う
視
点
を
「
効
果
の
な
い
（
ヨ
ロ
ヨ
の
国
昌
の
）
」
も
の
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
戸
・
ぃ
・
冒
岱
『
Ｃ
盲
目
・

缶
溺
『
四
□
ご
Ｃ
ユ
切
已
⑰
一
つ
園
８
○
一
具
ｓ
ご
“
く
⑩
。
患
い
ヨ
⑰
ヨ
ワ
『
⑥
ｍ
ｕ
ｏ
己
・
＆
｛
・
》
ロ
・
一
望
⑰
百
・

シ
・
三
○
ｍ
言
Ｐ
Ｚ
ｏ
〔
ｎ
ｍ
○
房
】
ゴ
ヴ
ニ
ロ
昌
凰
ご
】
一
二
⑰
一
⑫
⑫
⑰
ご
⑰
》
｜
②
寂
く
ユ
⑰
『
一
℃
い
②
．
。
ヨ
，
Ｂ
（
・

以
上
の
メ
ス
ト
ル
の
見
解
に
賛
意
を
示
す
も
の
と
し
て
、
二
・
⑦
息
『
ヨ
・
Ｐ
湧
已
●
巳
Ｃ
冨
已
⑥
一
一
Ｐ
鴎
。
Ｂ
昌
目
旨
『
思
い
三
⑪
冒
す
『
⑰
ｍ
６
ｐ
員
・
弓
・
］
②
←
‐
ゴ
ー
・

ア
ヨ
・
室
区
ヨ
Ｐ
Ｐ
陣
己
ｏ
二
．
ヨ
ー
巨
昌
ロ
］
Ｂ
局
。
⑰
ｌ
ｌ
ｎ
ｘ
３
ｍ
ロ
⑥
で
。
■
ぐ
○
一
厨
・
『
声
膀
⑪
ｕ
勺
昌
一
⑫
“
］
＠
Ｎ
９
℃
・
＠
・

三
・
二
計
二
言
ｎ
．
岸
凹
。
◎
二
○
コ
］
臣
二
一
ロ
ー
巴
『
①
」
⑰
一
一
⑰
ｘ
⑤
勝
』
③
で
。
Ｅ
ご
Ｃ
ｌ
園
》
Ｃ
口
・
二
言
・
迺
己
・
二
．

》
｛
・
夛
討
二
言
Ｐ
伊
色
己
◎
二
。
ご
］
二
ｓ
⑥
菌
弓
⑰
ユ
⑰
一
一
⑰
×
⑥
⑩
⑫
二
⑰
ご
Ｃ
臣
ご
Ｃ
一
易
》
◎
つ
○
一
（
・
）
ご
己
・
Ｃ
ｌ
一
一
・

夛
勇
・
二
宮
言
⑥
．
Ｆ
②
ヨ
Ｃ
毎
Ｃ
弓
旨
＆
昌
巴
『
③
」
⑰
『
⑥
〆
○
勝
口
③
で
◎
色
ご
◎
一
湯
・
○
で
．
Ｂ
一
・
・
で
ロ
］
］
０
口
，

三
・
二
色
ヨ
⑪
．
Ｆ
四
コ
Ｃ
二
Ｃ
弓
］
臣
島
国
Ｂ
局
』
⑰
一
一
⑰
×
＆
吻
皀
⑪
ロ
。
Ｅ
ご
Ｃ
弓
吻
・
◎
ご
・
ｏ
一
言
・
凹
已
で
，
扇
０
卸
『
’

三
・
三
巴
旨
⑥
．
←
目
・
二
目
」
己
亘
巴
『
且
⑰
一
一
③
×
§
』
：
◎
臣
ご
Ｃ
房
．
◎
ロ
・
＆
Ｆ
・
弓
・
湯
‐
己
・
判
例
に
よ
る
越
権
訴
訟
の
拡
張
は
、
第
一
に
、
裁
判
を
受
け
る

者
が
他
に
訴
訟
手
段
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
、
明
文
上
の
規
定
が
存
し
な
く
と
も
越
権
訴
訟
の
訴
え
を
認
め
る
と
い
う
一
般
化
、
第
二
に
、
法

律
侵
犯
を
理
由
と
す
る
判
決
の
取
消
を
規
定
す
る
刑
事
訴
訟
法
典
四
四
一
条
に
関
し
、
そ
の
違
法
性
を
強
調
す
る
た
め
に
越
権
概
念
に
頼
る
場
合

に
見
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三
・
三
画
一
ヨ
⑰
．
Ｆ
：
。
（
一
目
」
昌
一
：
一
『
⑥
二
⑰
一
一
受
８
且
：
Ｃ
旨
Ｃ
厨
・
◎
で
・
畳
・
壱
・
鶴
・
予
審
部
に
お
け
る
訴
訟
の
ふ
る
い
分
け
機
能
及
び
制
度
改
革
に
つ

い
て
は
、
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
法
［
第
２
版
］
』
（
三
省
堂
、
二
○
○
二
）
一
九
五
頁
参
照
．

二
一
・
二
亘
冒
⑰
》
Ｆ
田
己
○
二
Ｃ
弓
］
巨
昌
凰
巴
『
⑰
』
⑰
一
つ
⑰
×
⑤
勝
二
①
つ
。
こ
く
Ｃ
胃
⑫
・
○
つ
。
。
】
【
・
辺
で
。
】
②
．

三
・
二
画
旨
⑰
】
Ｆ
⑪
ご
◎
弓
。
■
」
ニ
ニ
◎
一
己
［
⑰
』
⑥
一
一
⑥
×
⑥
勝
』
⑰
己
。
■
超
○
．
園
。
。
ご
・
。
－
（
・
》
ロ
で
・
望
０
コ
の
。
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（
岬
）
三
・
二
二
画
］
冒
幻
Ｐ
③
■
。
一
一
Ｃ
己
］
巨
二
⑥
一
魁
『
⑥
』
⑪
一
一
⑥
〆
８
ｍ
二
⑥
ロ
Ｃ
臣
ご
Ｃ
一
【
Ｐ
ｏ
ｐ
・
＆
（
。
。
で
ロ
・
ヨ
？
〕
】
ｕ
・

（
岬
）
二
詮
・
豈
岑
罠
冒
⑰
ｕ
Ｆ
凹
二
。
（
】
Ｃ
回
」
臣
旦
冒
】
Ｂ
忌
已
⑰
一
㎡
×
ｃ
酵
旦
③
己
。
■
ご
Ｃ
曰
勗
ｕ
Ｃ
で
。
＆
岸
・
）
ご
ロ
・
同
］
０
一
切
Ｐ

（
岬
）
三
・
二
奇
二
言
。
．
Ｆ
②
■
◎
二
○
二
」
皀
昌
。
｝
＆
『
⑰
二
⑥
一
つ
⑰
×
○
勝
二
⑥
で
。
臣
ご
Ｃ
一
『
⑫
】
。
ｐ
・
◎
一
（
．
。
Ｃ
・
］
②
『
⑰
（
唖
・

（
州
）
○
・
三
○
『
目
、
⑰
．
Ｆ
⑥
ロ
コ
コ
○
ｓ
⑰
」
⑰
餉
島
◎
房
二
，
一
③
忌
寄
目
、
二
⑥
ご
目
ニ
ー
ン
ニ
ョ
ヨ
ー
昌
凰
目
農
冒
⑥
．
Ｃ
・
・
］
①
山
。
。
盲
目
・
・
で
』
回
｝
⑤
厨
・

（
ｗ
）
○
ｍ
．
．
■
つ
］
■
ヨ
ご
一
山
》
邑
可
＆
亭
丙
⑥
。
。
『
］
②
．

（
、
）
、
因
画
山
目
昌
一
◎
」
←
．
ｏ
回
冒
⑥
ぐ
両
巨
『
⑥
。
◎
ヨ
宮
⑥
『
０
。
国
昌
⑥
伊
刃
ｎ
Ｐ
ｓ
』
・

（
、
）
Ｃ
Ｐ
－
Ｃ
］
昌
己
一
Ｃ
ｓ
・
ｏ
Ｃ
－
Ｃ
弓
一
Ｆ
⑰
号
・
冒
蔦
亘
四
・
・
一
ｇ
山
・
』
』
量
・
本
判
決
は
、
軍
人
に
対
す
る
強
制
的
退
役
（
一
胃
両
国
行
」
ご
副
ロ
、
）
の
大
統
領
決
定

を
、
防
禦
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
越
権
と
し
て
取
り
消
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
よ
り
以
前
の
同
種
の
ケ
ー
ス
で
あ
る

恩
一
一
言
判
決
で
は
、
大
統
領
の
権
限
に
は
法
律
や
規
則
以
外
に
制
限
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
の
謂
求
を
棄
却
し
て
い
る
。
の
、
ピ
コ
Ｃ
ご
⑰
ヨ
ゲ
『
⑰

一
Ｃ
ｓ
珍
由
昌
二
〔
⑫
．
。
｝
＠
つ
一
・
四
・
一
Ｃ
②
．

（
、
）
国
・
］
ｇ
邑
旨
⑰
四
Ｐ
Ｆ
③
、
ご
ユ
ゴ
＆
ご
凰
頤
⑱
罫
⑯
国
巨
メ
ニ
Ｅ
』
『
Ｃ
声
』
四
■
碗
一
四
」
Ｅ
ユ
⑫
ご
『
巨
已
⑰
弓
、
⑰
田
已
ヨ
コ
ヨ
ｍ
百
四
二
ぐ
⑥
》
璽
『
③
夢
一
℃
山
一
》
で
・
密
。
．

（
、
）
三
・
勇
宣
旨
⑰
．
Ｅ
冒
冒
■
」
己
一
ｓ
目
⑰
二
⑥
一
一
⑥
ｘ
８
酌
』
⑥
己
Ｃ
皀
昌
日
・
目
・
昌
・
・
已
凹
・

（
、
）
式
の
目
二
⑰
ョ
⑰
一
】
早
里
忌
二
⑰
』
『
。
－
『
農
ヨ
ヨ
ー
目
菖
爲
（
・
『
・
’
②
⑰
匙
・
・
Ｐ
。
。
。
。
．
』
．
．
ｇ
三
・
で
・
い
ｓ
・
申
雲
⑥
【
、
．


